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スイス統一関税圏の成立過程 と

19世紀スイスの自由貿易主義 (2)

前稿 (1)においては,スイスの旧体制に終

止符を打った1798年のヘルベティア革命から

1830年代までの時期を対象に,関税制度に関す

る各種の改革の試みを跡づけた1)｡その続稿に

あたる本稿では,1840年代の改革の動きや連邦

成立後の関税統一の経緯,その後の通商政策に

ついて分析を行う｡

ⅠⅤ 関税論争の背景

1.スイスの自由貿易主義と保護関税主義

はじめに,19世紀のスイスで支配的であった

自由貿易主義の背景を,経済的 ･社会的な観点

から整理しておく｡

まず18世紀に潮って旧体制下のスイスの状況

をみると,重商主義は,政策思想としてはベル

ンで受容されたにとどまった｡スイスでは例外

的に領域国家としての性格が強く,都市貴族の

支配下にあるベルンでは,フランスの重商主義

を模倣する傾向が強かったのである｡しかしベ

ルンの産業育成政策は大半が失敗に終わってお

り,スイス全体としてみれば,重商主義的な政

策思想の影響力は僅かなものにとどまった2)｡

19世紀前半のスイスにおいては,中央集権体

制への強い反感や,各カントンの財政主権-の

執着,広範囲に浸透した素朴な自由主義観のた

めに,関税制度の統一は極めて困難であった3)0

1) 『調査 と研究』第14号,1997年10月,66-88ページ｡

2) Bosshardt,A.,DieSchweigim Kampfmitdem Pr10-

tekt10nismuSderGrosSmdchte.DteSchwelZalsKlein-

staatlnderWeltwITIschaft.St.Gallen1945,113ページ

以下｡ベルンにおける産業振興政策とその挫折について

は, Bodmer,Walter,SchwelZer75Che ZnduStrlegeSell-

schaft.DieEntwICklung derSchweizerlSChen Tertll-

wzrtschaftlnRahmenderijbrlgenIndustrZenandWirt-

schaftSZW eZge.Ziirich1960,ⅠⅠ.Teil以下の叙述を参照｡

黒 揮 隆 文

外部の権力からの自由に立脚した邦主権主義を

堅持するドイツ語圏の地域でも,コスモポリタ

ニズム的傾向と自治主義が共存するフランス語

圏の地域でも,ともに盟約者団の中央権力の拡

大に直結しうる統一的関税制度の導入には反対

の声が強かった｡また官僚制への根強い社会的

敵意の下では,官僚機構の肥大化に帰結しかね

ない関税制度の統一には,強い不信感が持たれ

ていた｡

他方,この時期のスイスの素朴な自由主義観

からするならば,個人や団体の既得権に基づく

通行税なども,個人の自由に基づ く ｢自由貿

易｣の要素であった｡こうして,スイスの伝統

的な自治主義や,素朴な自由主義に基づいた古

風な関税体制が,マンチェスター学派的な自由

貿易論で擁護されたために,関税政策をめぐる

論争は錯綜することになった｡

こうした状況を背景に,1830年代頃までのス

イスでは,｢自由貿易派｣ とされる大多数の者

は,各種の関税や関税類似税が無秩序に分布す

る現状の維持を主張していた｡関税統一以前の

混乱した状態が,統一以後に比して貿易を利す

るものであったかどうかは極めて疑わしかった

が4),スイス盟約者団の領域に共通する統一的

3) Lampenscherf,MargarethaElisabeth,DieStellung-

nahmederB亡びierundZiircherHandelsherrenundEx-

PoTllnduStrlellengum Probkm "Freihandel,Kam九位oll,

Schut2:roll1848-1902"_DISS.,Schwarzenbach(St.Gal-

1en)1948,7ページ以下｡

4) 1847年の数字では,諸カントンの橋税などを除いた主

要な関税 ･関税類似税の徴税総額は200万フランに達 し

た｡これに盟約者団国境税や消費税を加えると,およそ

327万フランを徴収 していたことにな り,関税改革後の

徴 収 額 に並 ぶ｡Huber,Albert,DieEntwicklungdes

eidgenbSSlSChena)llweSmSWm &gmn(kre7StemTaT7fe/
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関税の導入を主張する人々は,その内容の如何

を問わず, これに反対す る ｢自由貿易派｣に

よって,｢保護関税派｣ とい うレッテルを貼 ら

れる立場にあった｡

しかし1830年代になると,こうした枠組みは

少 しずつ変化 していった｡ スイス領内に分布す

る各種の関税 ･関税類似税を廃止 し,これをス

イス国境関税に転換するが,この国境関税を純

粋な財政関税の水準にとどめ,自由貿易を維持

すべきであるという見解が,産業革命後の商工

業の発展 とともに次第に強まってきたのであ

る｡

1830年代の ｢再生｣運動の結果,スイスの多

くのカントンで権力を握 った自由主義急進派は,

新興の産業資本家,大商人,中小 ブルジョワ

ジー,農民や農村の小生産者,教養市民など,

幅広い改革勢力に基盤を置いており,経済的自

由主義に立脚 した典型的なブルジョワ勢力で

あった5)｡19世紀スイスの自由貿易主義を担っ

＼ biSZu7-BundesverfasSungdeSJahre51848.°iss,Ben

1890,215-216ページ｡ただしこの数字から,関税統一
前の課税が多額であったと結論するのは誤りである｡フ
ランシー二は,1840年代の数字を示し,スイスの一人あ
たり貿易額が周辺諸国をはるかに上回ること,それにも
かかわらず,スイスで徴収される関税･関税類似税の徴
税総額が,一人当たりで周辺諸国の半ば程度に過ぎない
ことを示した.つまり関税統一の前後一貫して,19世紀

のスイスでは関税による負担は相対的にも絶対的にもご
く僅かであったのである｡Franscini,Stephan,Neue

StatistiquederSchwelZ.Bern1848,ErsterBand,251

ページ,および,同,1849,ZweiterBand,376ページ｡
5) 旧体制の維持を図る保守派と対抗関係にある改革勢力
は,｢自由主義派 (Liberale/lib6raux)｣と ｢急進派
(Radicale/radicaux)｣とからなっていた｡前者は個人
的自由主義の色彩が強く,後者は平等志向や集権志向が
強い｡両者は互いに密接な関係にあり,また関税問題で
は両者の相違はしばしば明瞭ではないため,ここでは文
脈に応じて自由主義急進派として一括する｡Ruffieux,
Roland,"DieSchweizdesFreisinns(1848-1914)"in

GeSChichtederSchwelZ and derSchweizer.Basel/

Frankfurtam Main1986,605ページ以下｡Andrey,
Georges,HAufder Suche mach den neuen Staat

(1798-1848)" in GeSChlChte der Schweig and der

Schweiger.Basel/FrankfurtamMaln1986,617ページ以
下｡Rupli,Walther,Zollreform undBundesrefoTm in

der Schwelg 1815-1848.Die Bemijhungen um die

wiT15ChaftlicheEinigungderSchwe22undihrEinjluB

aufdieGT-ijndungdesBundesstaatesDon1848.Zurich

1949,101ページ｡Schmidt,Heinrich,DieSchweiz/
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た自由主義急進派にとって,経済的自由と政治

的自由は一体のものであった｡これらの人々は,

紛れもなく19世紀的なナショナリズムの担い手

であり,連邦国家樹立の中心的勢力となった｡

この自由主義急進派においても,スイス規模で

の関税制度の統一についての見解はなお多様で

あったが,次第に関税統一論が支配的となって

いった｡ しかし自由主義急進派の政策は,スイ

ス領内での経済的自給自足を目指す方向には向

かわなかった｡｢国民｣を基礎においたフリー

ドリッヒ ･リス ト的な保護関税の主張は,おな

じく国民主義的な自由主義的経済観によって拒

絶されたのである6)｡

2.1840年代の保護関税論と自由貿易論

次に,1840年代以降活発になった関税改革論

争の構図をみてみよう｡ スイスの関税改革論者

の多 くは, リス トの影響を強 く受けていた｡ リ

ス ト自身は,スイスが保護関税に依存すること

なく工業を発展させたこと,税の僅少さから利

益を得ていることを認め,また他方では,前述

のようにスイスを ドイツ国民経済の自然な構成

者と位置づけていた｡しかしスイスのリス ト主

義者はこのリス トの枠組みを換骨奪胎 し,むし

ろ ドイツ諸邦からの政治的独立を維持するため

の手段 として,スイス関税圏の形成を説いたの

である7)｡

＼anddieeurOPaZSCheHandelspolitik.Zurich1914,44ベー

ン/0

6) とはいえ,自由主義急進派においても,スイス的な地
域主権主義が深く根を下ろしていたことは忘れられては
ならない｡急進派が集権志向であったことは疑いないが,
これは当時の極度に分権的なスイスの状況を背景にした
主張であり,フランス的な中央集権体制をめざす動きは,
急進派の中でも強くはなかった｡そもそも,関税制度の
抜本的改革と統一を求める人々 の中でも,それが必然的
に政治的統一を伴うかについては意見が分かれていた｡
また他方では,保守派もある程度関税統一運動に関わっ
ていた｡Rupll,W.,前掲書,203-204ページ｡Ruffieux,
R,,前掲論文,670ページ以下｡

7) Schmidt,H.,前掲書,47-48ページ｡リストの理解で
は,スイスは｢正常な国民normalm 盆LiigeNation｣では
なく,｢諸自治都市の集団をなしているにすぎない｣｡フ
リードリッヒ･リスト著,小林昇訳,『経済学の国民的
体系』,岩波書店,1970年,238-239,375-376ページ｡
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1840年に関税問題に関する著作を著したベイ

エルは,こうしたリス ト主義者の筆頭であっ

た8)｡彼は,周辺国の保護関税に阻害されて,

絹工業 ･綿工業の貿易黒字では,亜麻工業 ･羊

毛工業の貿易赤字を埋め合わせることができな

いと主張 した｡そのうえで,1.既存の輸出産

業の市場拡大,2.従来弱体であった産業の育

成,3.不生産的で奪修的な消費の抑制,とい

う三つの対策を検討した｡ その結果,第 1の対

策は外国の関税圏へのスイスの加入を必要とす

るため現実的ではないとしてこれを退け,第2,

第3の対策のために,内国関税の廃止とスイス

国境関税の創設を柱とする関税改革を,郵便制

皮,貨幣制度の仝スイス的統一と一体的に行う

ことを求め,かつ報復関税の採用を説いた｡そ

の上で彼は,財源喪失に対する諸カントンの危

倶に配慮して,従来の税収額を完全に補償する

ことを前提とした関税改革を計画した｡ このベ

イエルの提案は,工業保護関税的な要素を含ん

ではいたが,その内容は従価4-12%の国境関

税の導入という範囲にとどまっており,周辺国

の状況に比較すれば,依然としてスイス的自由

貿易主義に規定されていたともいえる｡ 彼の批

判の矛先は,何よりも内国関税に向けられてい

たのである9)0

東スイス出身のフンガ-ビューラーも同じく

リストの影響を受けていたとみられ,スイスの

貿易収支が赤字であるとして,関税統一と報復

関税の採用を主張した10)｡これらのリスト主義

的な主張は,産業界よりもむしろ言論人に多く

みられた｡依然として一般には,保護関税論が

8) Beyel,Christian,UeberdieHande血-undGewerbs-

verhaltmSSederSchwelZ.DiefiebedrohendenGefahren

und diembgllChen MlttelfurAbhijlfe.Ztirich und

Frauenfeld1840.

9) 当時のスイスの領域では16の地域的な郵便機構があっ

た｡その幾つかは複数のカントンに跨って業務を行って

いたが,各郵便機構の間には統一性はなかった｡Beyel,

ChrlStlan, CommiSSionalbmcht uber die SchwezZe-

rlSChen VerkehTlSVerhaltnlSSeZuHandenderZilrcheri-

5ChenZndustrlegeSelkchaft.ZtirichSeptember1843,82

ページ以下,および同名の著作の2月の版を参照｡

10) Hungerbtihler,J.M.,Ein Wortiiberdte5ChwelZe-

rlSCheZoll-andHandelSfrage.St.Gallen1847,参照｡
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広い支持を得ていたとはいえなかった11)｡

他方,自由貿易を支持する主張は,この時期

にはマンチェスター学派的な論理に依って展開

され,世論の広範な支持を得るに至っていた｡

1840年代には,コブデンやパウリングなどがス

イスを訪れ,自由貿易の理想国としてスイスを

描写 した｡これらの報告はスイスで一般的で

あった自由貿易論にお墨付 きを与えることに

なった12)｡たしかに,イギリスの穀物法改正運

動という政治的意図に裏付けられたこれらの分

析がどこまで妥当するかは慎重な検討を要する

し,またこれらが内国関税の問題性を無視して

いたことも事実である｡ しかしながら,19世紀

のスイスが高い貿易依存度のもとで順調な経済

発展を遂げたことを振 り返る限り,結果的には

これらの自由貿易論者の楽観的な見方は現実に

よって裏付けられたといえるだろう｡

保護関税論と自由貿易論の両極の間には,当

然ながらこれらの中間に位置する多様な見解が

分布していた｡ザンクト･ガレン出身の政治家

であ り,通商問題に精通 していたゴンツェン

ll) 連邦成立後の関税率をめぐる論争でも,保護関税派は

しばしばリストの論理を基礎とした主張を行った｡その

代表的な例はカール ･ヘルツオークである｡彼は綿工業

の肥大化を警戒し,諸産業が国内でバランスよく発展す

ることが必要として,輸入原料や遠隔地市場に頼らない

産業の育成を主張し,製鉄業,ガラス工業,皮革工業,

亜麻工業,羊毛工業を保護関税によって育成するべきと

した｡Herzog,Karl,DaSneueSChweZZmSCheZollSyStem

und derEntwurf deSZolltarlfs,bekuchtetauSdem

volkswlrtSChaftlichenStandpunkte.Bern1849.

12) Bowring,John,BmchtandasEngliSCheParkzment

uberden Handel,dz'e FabrZken and Gewerbe der

Schweig.NachderojfzlelknAusgabeauSdem Eng-

1ischenuberS.YonDr.h‥.‥.e.ZtirlCh1837,参照｡

救貧問題を主要な関心として大陸を訪れたシモンズの報

告も,スイスについては,高い勤労倫理と農工業の密接

な結合,それに自由貿易によって実現した低い消費者物

価とによって,低い賃金水準にも拘わらず労働者の生活

水準が非常に高いことを指摘し,スイスの工業の国際競

争力の基盤に自由貿易の利点があることを強調している｡

Reportfrom JelingerC.Symons,Esq.onFrance,Be1-

glum,Switzerland,andPartofAustria.BritishPar-

llamentary IもperS,InduStrZalRevolution,Tertiks9,
Reportsof ASSistantCommlSS10ne7TSOn Hand-Loom

WeaverSlnSeveralDIStrictsofEnglandScotlandZre-

klndandContinentalEurope183t9-1840Hand-Loom

Weavers(Reprint).Shanon/Ireland1970,131196ページ｡
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バッハは,関税制度の改革の必要性を説きつつ

ち,保護関税に明確に反対 していた｡彼は,関

税的保護による羊毛工業 ･亜麻工業 ･皮革工業

の育成効果と,貿易赤字の削減の必要性につい

て強調しつつも,イギリスの経済的繁栄や,フ

ランス綿工業の復古王政期の繁栄を保護関税に

帰するのは妄説だとして,自由貿易を支持した｡

また強力な工業国は自由貿易から利益を得るこ

とをリスト自身が主張していたことにも注意を

喚起した｡またピール関税法案を成立させたイ

ギリスに追随して,大陸諸国も遠からず自由貿

易主義に転換するであろうと予想し,スイスの

輸出拡大について楽観的な見方を示した13)｡

以上のような各種の提言からは,通商問題や

関税制度についての論争が次第に世論の関心の

的となっていったことが窺える｡ しかし諸カン

トン政府が,こうした論争を背景として具体的

な産業 ･通商振興策に乗 り出すということはほ

とんど見られなかった｡スイスの諸カントン政

府は,経済活動への政策的介入には概 して慎重

であり,この姿勢は通商問題においては特に明

瞭であった｡

こうした中で,通商や産業の振興に関して重

要な役割を担ったのは,商工業者の自治組織で

あるさまざまな民間団体であった｡例えばザン

クト･ガレンの商人理事会は,金融の面でザン

クト･ガレン経済の柱となっていただけでなく,

スイス最初の紡績工場を設立するなど活発な活

動を展開していた｡同様に,1820年代頃から各

地 に設立 され た 共益 協 会 (Gemeinntltzige

Gesellschaft) も重要な役割を演 じていた14)｡

13) Gonzenbach,V.August.tTberdieengllSCheTarlf
revlSion and die mutmaSSllChen Folgen filr den

SChwelZerlSChenHandel.Ztirich1846,26ページ｡

14) ザンクトガレンの商人理事会は,｢モスリン金庫｣と

いう基金を設立して大規模な産業金融を行っていた｡塩

素漂白法の導入にも積極的に関与し,大陸制度による惨

状の中では,事態の打開のために懸賞論文を募集した｡

また各国との通商交渉では商工業者の要求事項をとりま

とめ,1825年には ｢スイス-アメリカ貿易会社｣の設立

を計画した｡共益協会でも東スイスの例が目立っており

1822年に設立されたザンクト･ガレンエアッベンツェル

共益協会は,外国からの製品見本や機械の取り寄せ,外

国の工場-の人材派遣などを行っていた｡Wartmann,/
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これらは,企業家の自助に基づ く組織か,ある

いは各種の社会的エリートによる啓蒙的団体で

あり,その活動は,公権力の直接の介入による

産業振興策とは性格を異にしていた｡

1840年代の関税論争の高揚も,こうした各種

の民間経済団体の努力に負うところが多かった｡

1842年にはチューリヒ工業協会が設立され,関

税問題に積極的に取 り組んだ15)｡1843年には,

ベルンの有力な政治家や前述のベイエルなどの

主導で,チューリヒ,ベルン,グラールス,

ゾ-ロトゥルン,アールガウ,ザンクト･ガレ

ンの各種の商工業協会が,上部団体としてスイ

ス商工業連盟 (SchweizerischerGewerbever-

ein)を結成 した｡この組織は,スイスの仝カ

ントンを巻き込んだ関税の統一を目的としてい

た 16)｡

このスイス商工業連盟の委員長となったベル

ン出身のプレッシュ (Bloesch)は, ドイツ関

税同盟 をモデルに関税統一を主張 したが,

チューリヒ工業協会の保護関税要求には激しく

反対した｡その後彼の考えに沿った関税統一案

が連盟によって採択されたが,その際には,自

由貿易派と保護関税派の共同行動を可能にする

ために,関税統一の問題を,自由貿易か保護関

税かの問題とは分けて扱う方針がとられた｡こ

れによって保護関税の導入に反対する自由貿易

派の協力を取 り付け,また保護関税派に対 して

ち,関税統一が保護関税の前提であることを根

拠に支持を求めたのである｡

連盟傘下の東スイスの地区協会では次第に保

＼Hermann,ZndustrleundHandeldeSKantonsSt.Gallen

aufEnde1866.StGallen1875,341ページ以下,358

ページ以下,378-380ページ,420ページ以下｡
15) Rupli,W.,前掲書,135ページ｡
16) SchweizerlSCherHandwerkeト undGewerbevereinと

称される場合もあり,一定しない｡連盟は,上部団体の

目的に反しない限りで行動の自由と独自の組織を持つ地

域団体の集合体という形をとった｡本部はベルンに置か

れ た｡ Bloesch,Hans,"DerschweizerischeGewerbe･

verelnundseineBestrebungenfiireineschweizerische

Zolleinheit"ln ZeZtSChrlftfiLrSChweizeriSCheStatlStZk

undVolkswlrtSChaft,64Jg.1928,398ページ以下｡Rub

pli,W.,前掲書,162ページ以下oSchmldt,前掲書,51

ページ以下｡
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護関税を求める主張が強まったが,スイス商工

業連盟自体の自由貿易主義は綱領通 りに維持さ

れた｡この運動では,1820年代の対仏報復関税

の場合と異なり,内国関税の撤廃が議論の中心

にあった｡スイス商工業連盟の中枢には,各カ

ントンの有力な政治家が参加しており,連盟の

政治的影響力は強かった｡連盟が基盤を持つ 9

カントンは,スイスの人口の3分の2を占め,

一つの境界線で囲まれた領域を形成しており,

スイス統一関税圏形成の橋頭壁としての条件を

備えていた｡こうした状況を背景に,連盟の指

導部はベルン政府を動かして関税同盟構想の実

現を図った｡この計画は当初は容易に進展しな

かったが,後述の関税同盟構想に強力な推進力

を与えることになっていった17)｡

3.諸産業の利害と関税政策

ここで,各産業部門の関税改革問題に対する

態度を確認しておきたい｡まず農業部門である

が,19世紀半ばの時点では,農民は総じて自由

貿易を擁護していた｡保護関税を要求する勢力

の中心として農業団体が登場するのは,1870年

代になってからのことである18)｡こうした姿勢

の背景は,酪農 ･畜産など,輸出向け生産の比

率が高く,穀物自給率が低いというスイスの農

業の構造であった｡基本的に国際分業を前提と

した構造であり,自給率の低い穀物生産部門で

の供給力が限られる以上,国内市場の保護の必

要性は乏しかった｡ただし,農産加工品の輸出

17) Bloesch,H.,前掲論文,405ページ以下｡Rupll,W ,前

掲書,166-167ページ｡連盟は,産業博覧会の開催にも

積極的であった｡

18) Signer,Hans,DietreZbenden Kraftederschweiz.

HandelspolltlkZtirlChundLelpZig1914,21ペー ジ｡

1856年 に幾 つか の地域 的な協会が結 集 して Vereln

schweizerischerLandwirteが組織 された｡また1863年

には SchweizerlSCherLandwirtschaftlicherVereinが形

成された｡他方,農業教育のために酪農協会や果樹協会

などが結成されたが,いずれにしても,農業が保護関税

要求の主体 となるのは,1870年代以降である｡Gruner,

Erich,"WerdenundWachsenderschwelZerischenWlrt-

schaftsverbandeim 19.Jahrhundert"1nSchwelZerlSChe

ZeitSChnftfii7･ GeSChichte/ Revue Su155e d'hzstozre

/RZLUistastorlCaSVIZZera.(6),1956,42-43ページ｡
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を阻害している周辺国の関税を引き下げさせる

ために,報復関税の採用を求める声はみられ

た 19)｡

次に工業部門であるが,綿工業 ･絹工業 ･時

計工業というスイスの三大工業部門は,そのま

ま三大輸出部門でもあった20)｡時計工業の場合

には,製品の大半が国外に輸出され,また強い

国際競争力を有することから保護関税を求める

声はなく,また密輸が極めて容易であったため,

報復関税を求める声も弱かった21)｡また同様の

理由で内国関税による負担も軽微であった｡そ

のため時計関連業界は,関税改革をめぐる論争

にはあまり関与しなかった｡

絹工業では,チューリヒの層絹紡績業 ･絹布

製造業,バーゼルの絹リボン製造業が主体であ

るが,いずれも競争力が強く,輸出依存度が極

めて高かったため,国内市場の維持を目的とし

た後ろ向きの保護関税要求は皆無であった22)｡

また内国関税も,絹製品が価格重量比で高価な

19) Lampenscherf,M E.,前掲書,12ページ｡農業部門最

大の輸出品目はチーズで,家畜 ･バターの入超を埋め合

わせてお り, これに木材輸出が続いていた｡Kolb,G.

Fr,,BeltTldge宕urStatlStikderIndustrieanddesHandels

derSchweig.Ziirich1859,10-11ページ｡

20) スイスでは,建設業を含む工業就業者総数のうち,棉

工 業 は, 1800年 51.49%, 1850年 25.51%, 1880年

1].85%と次第に比率を低下させながらも,重要な位置

を占め続けており,綿布を主として用いる刺繍業を合わ

せるならば,一貫 して首位を維持 していた｡絹工業は,

上の各年度で3.25%,14.35%,13.23%,また時計工業

は4.89%,10.50%,9.43%と推移 してお り,国内需要

が多いとみられる縫製 ･被服 ･製靴工業などとともに,

最重要の工業部門を構成 していた｡Kneschaurek,Fran-

cesco,"Wandlungen der schweizerischen lndustrie-

struktur"in SchweizmscheZeltSChrlftfiirVolkswlrtl

SChaftandStatz∫tik/RevuesuiSSed'dconomiepolltique

etdestatiStlque.1964,155ページ｡1850年代についての

数字では,最大の貿易黒字部門は絹工業で出超額 1億

3000万フラン,これに時計工業の8400万フラン,綿工業

の6100万フランが続いた｡この3大部門の比重は圧倒的

である｡その他,チーズの1000万 フラン前後,木材の

500万フラン,麦藁製品の4-500万フラン程度が続いて

いた｡Kolb,G.Fr.,前掲書,10ページ以下｡

21) Gonzenbach,V.A.,前掲書,1846,23-24ページ｡

22) 1857/58年の数字では,原料生糸を含めると絹の輸入

は 1億80万フラン,輸出は2億3086万フランで,差 し引

き 1億3000万フラン程度の出超であった｡国内消費は

3000万フラン程度である｡Kolb,G.Fr,前掲書,15ベー

ン′○
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製品であることか ら,負担 とい うほどではな

かった｡そのため,関税改革に関する積極的な

要求はみられなかった｡

綿工業も全体 として輸出依存度が高かったが,

工程によって関税問題への態度はさまざまで

あった23)｡紡績工業の場合には,国際競争力が

強 く,1830年代には周辺地域への輸出を開始 し

ていた｡19世紀の大陸諸国の綿紡績業の中では

例外的に,国内市場の保護は政策的な課題とは

ならなかったのである｡ 低賃金を支える低い物

価水準は,重要な競争力要因として認識されて

おり,自由貿易論の根拠 となった｡他方で,棉

紡績企業の活動はカントンを越えて拡大してお

り,内国関税の問題性は認識されていた｡ した

がって,関税統一を求めるが保護関税は拒否す

るというのが,綿紡績業界の基本的な態度で

あった｡

織布工程では,とりわけ1830年代以降,機械

製綿布に圧迫されて手織部門が急速に没落しつ

つあった｡周辺国の保護関税導入による市場の

縮小は,これに追い打ちをかけた｡そのため織

布業者は報復関税の導入による事態の打開を求

め,またその前提である関税の統一を求めた｡

織布部門は輸出依存度が高 く,色織物,薄織物

などの分野では海外遠隔地-の販売市場の転換

を図っていたが,他方,普及品の分野では国内

市場がイギリスなどからの輸入品によって圧迫

される局面もあり,織布業者の少なからぬ部分

が保護関税を求めていた｡

糸染め ･漂白 ･染色 ･その他の仕上部門は,

周辺国などで行われる他の工程との密接な取引

を必要とするため,再輸出入貿易-の優遇を求

めた｡他方,東スイスの刺繍業では,製品の大

部分が輸出市場向けであり,また競合する産地

も少なかったから,保護関税を求める理由はな

かった｡刺繍品は価格に比 して極めて軽量で,

封書で発送されるほどであったから,既存の内

23) 1853-55年平均の原棉輸入額が1130万フランであった
のに対し,1857/58年には綿製品輸出総計は7232万フラ
ンであり,19世紀半ばの綿貿易純収支はおおよそ6000万
フラン程度の出超であった｡国内消費は1-3000万フラ
ンとみられる｡Kolb,G.Fr.,前掲書,17-18ページ｡

23

国関税は負担にならず,関税制度の統一の是非

をめぐる論争では,刺繍業からの発言はあまり

みられない｡

時計 ･絹 ･綿の三大輸出産業の他にも,麦藁

工業など競争力の強い産業があったが24),これ

らを除けば他の工業部門は概 して輸入産業で

あった｡毛織物工業は穀物と並ぶ入超部門であ

り,国内の生産者は弱体であった｡また皮革製

品などさまざまな生活雑貨を製造する手工業部

門では,主として ドイツ諸邦などからの輸入が

増大 しており,保護関税の採用に活路を求める

声の根拠 となっていた｡純然たる保護関税の要

求は,この毛織物工業を中心に,同じく輸入品

の攻勢に苦 しむ亜麻工業,製鉄業と,零細な手

工業部門に支持されていた｡しかし,毛織物工

莱,亜麻工業は生産者の数自体が少なく,その

ために政治的影響力も小さかった｡

他方,商業関係者の間では,交通を阻害し,

取引を妨げる各種の内国関税の廃止を求める声

が非常に強かった｡しかし,これらを国境関税

に転換することに関しては,対外取引の方がス

イス内での取引よりも重要な中継貿易業者は反

対 した｡また,関税の統一化が,保護関税導入

の契機となることを危倶する見解は,商人一般

に共有されていた｡

以上を要約するならば,保護関税的観点から

関税制度改革を重視する勢力は,主として零細

な手工業者や,没落しつつある手織業者などか

らなっていたといえる｡ 他方,自由貿易的な視

点で関税改革を求める見解は,狭隆な地域市場

を越えて活動する新興の商工業者を中心に支持

されていたということができよう｡

4.各カントンの経済基盤

次に,関税問題に対する態度を地域的利害の

観点から整理 しておく｡19世紀前半のスイス盟

24) これらの産業の高い国際競争力については,1851年の
ロンドン万博での受賞数で確認することができる｡
Imlah,AnnG,,BrltalnandSwZtZerbnd1845-1860,A

StudyofAnglo-SwissRekztionsduringsomeCritical

YearsforSwissNeutrality.London1966,104-106ベー

ン′｡
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約者団は,主権国家であるカントンの緩やかな

同盟組織に過ぎず,そのためスイス規模の関税

体制の改革の試みはカントン間の合従連衡とい

う形で展開された｡またスイスにおいては,各

産業が特定地域に集中して分布していたから,

各産業の利害が直接に各カントンの態度に反映

されることになったのである｡

1830年代以降,最も執掬に関税改革を求め続

けたのは,グラールスであった｡このグラール

スこそ,綿工業への傾斜が最も著しいカントン

であった｡グラールスの場合には,工程間の垂

直統合が進んでいたため,織布部門でも前述の

ような保護関税要求はみられなかった｡またグ

ラールスの主要生産品である捺染綿布は,1830

年代以降,レバントや熱帯地方を主たる市場と

するようになっていた｡そのためグラールスは

保護関税を必要としていなかった｡自由貿易的

な関税改革を執掬に求めるグラールスの態度は,

スイス綿工業の輸出工業としての利害を最も端

的に表していた｡

東スイスの諸カントンも,綿工業に立脚する

という点ではグラールスと同様であり,抜本的

な関税改革を求める運動の最大の中心地となっ

た｡ここでは,輸出依存度が高い刺繍業は自由

貿易を支持したが,他方零細経営が多い織布業

では,前述のように保護関税を求める声 も強

かった｡ また ドイツ関税同盟やオーストリア市

場との繋がりが密接であったことから,保護関

税に懐疑的な者の間でも,報復関税に関しては

肯定するという見解が強かった｡関税統一以降,

東スイスが自由貿易派と保護関税派双方の中心

となったのには,このような背景があった｡

チューリヒでは,チューリヒ工業協会が保護

関税を擁護していたが,その主張は多数派の支

持を得るには至らなかった｡絹工業と,工場制

に移行した綿工業の競争力は強く,またカント

ンの政策決定を握るチューリヒ市の大商人その

他の有力者が,保護関税政策に強く反対してい

たからである｡

ベルンとアールガウの態度には,農業部門の

利害が強く反映していた｡時計工業地帯を抱え
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るボーやヌシャテルでも,同様に農業利害がカ

ントンの政策を規定していた｡これらのカント

ンは内国関税の問題性を認識していたが,低物

価を維持するという観点から保護関税には否定

的であり,ただ財源の確保を関税改革の重要な

条件とみていた｡こうした状況でこれらの農業

的カントンの態度を分けたのは,集権化の是非

についての見方であった｡ ドイツ語圏カントン

の主導で関税改革が進むことに強い警戒感を抱

いていた非 ドイツ語圏カントンは,プリブール

を例外として,すべてスイス規模での関税制度

の統一に反対したのである｡

中継貿易を重視する見方は,バーゼル都市部,

ジュネーブ,それに,峠道の通行税収入に依存

するティチ-ノ,グラウビュンデン,ウ-リに

共有されていた25)｡国境のカントンにとってス

イスの内国関税の負担は軽く,またこの負担は

後背地のカントンに転嫁することができた｡国

境のカントンは,スイスの外周に関税線が設け

られることによって,自らがスイスの ｢辺境｣

に転落することを危倶していた｡したがってこ

れらのカントンは,政策思想的な原則というよ

りは,実利的な動機に基づいて,関税の統｣ こ

反対し,また保護関税の導入には徹底的に反対

した｡そのため,経済規模に比 して多額の関

税 ･通行税を徴収しているこれらのカントンが,

｢自由貿易｣の擁護者として自己の主張を展開

するという皮肉な状況が生じていた｡

関税問題をめぐるスイスの方向性は,他の問

題と同様に,政治力や経済的に富み,官僚機構

が比較的整備されていたベルンとチューリヒの

態度に大きく左右された｡チューリヒは,それ

25) 輸入,通過 を問わず,スイス最大の輸入品の窓口は

バーゼルであり,1840年には77万ツェントナーに達 して

いた｡ これに, ジュネーブの27万 ツェン トナー,ティ

チ-ノの15万ツユントナー,ヌシャテルの14万ツェント

ナーが続 いていた｡Beyel,C.,前掲書,Februar1843,

54-58ページOティチ-ノのイタリア国境地域では,イ

タリア領への密輸活動は,一つの産業という規模で展開

さ れ て い たo Polli, Marco, Zollpolitik and

lllegalerHandel.Schmuggelim TessZn 186811894.

SozLale,wlrtSChaftlicheandgwZ∫ChenStaatllCheAspekte.

ZtirlCh1989,37ページ以下｡
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まで保護関税化を警戒 してスイス国境に統一関

税制度を設 けることには消極的であったが,

1840年代に入ると,保護関税主義と自由貿易主

義とをめぐる対立を先送 りし,関税制度の全ス

イス的統一という目標の実現を優先するように

なった｡他方ベルンも, この時期には農産物の

価格競争力を維持するために関税の簡素化に踏

み出した｡チューリヒとベルンとが,1840年代

に関税制度改革に共に積極的になったことで,

盟約者団内での関税改革派の勢力は急速に増大

した｡おりしもスイス各地では,急進派が急速

に勢力を伸ばしていた｡関税問題に関しては急

進派も必ずしも一枚岩ではなかったが,集権化

一般に積極的な急進派勢力の拡大で,同盟規約

の抜本的見直 しを含めた改革の可能性が生まれ,

関税統一の政治的条件が揃ったのである｡

V 1848年憲法と統一関税圏の成立

1.1840年代の関税同盟の試み

スイス規模での関税制度の統一は,1848年憲

法の成立後にようや く実現 したが,その直前の

1840年代には,後の統一関税圏の基礎 となる関

税改革の試みがみられた｡これは同盟規約の限

界を踏まえて,盟約者団会議の枠外で,コンコ

ルダー トによって関税改革を行 う計画であった｡

1822年の対仏報復関税 とは違い,この計画は内

国関税の撤廃に重点を置いていた｡ここではこ

の関税同盟構想について整理する｡

この動きの中心 となったベルンは,1841年の

法律で,消費税を除 くカントン内国関税を仝廃

し,純然たるカントン境界関税を導入 した｡財

源確保を第-とし,第二に通商の負担軽減を目

指 した改革であった26)｡ この改革は,ベルンの

領土によって通商路が分断されるゾ-ロ トゥル

ンにとっては弊害が大きかったが,ベルンは意

図的にこの弊害を放置 した｡ベルンは,1818年

のプロイセンの関税改革が ドイツ諸邦による関

税同盟形成の誘因となった経緯を念頭に置きつ

26) 以下,ベルンを中心とする関税同盟構想についての記
述は,Rupli,Wリ前掲書,149ページ以下,Bloesch,H.,
前掲論文,405ページ以下を参照｡
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つ,スイスにおけるプロイセンの役割を演 じる

ことを狙っていたのである｡

その後,ベルンの思惑どお りにゾ-ロ トゥル

ンとの関税同盟構想が具体化 した｡その内容は,

共通の関税線を設け,域内を無関税とする,敬

税はカントン別に行 うが相互に査察をし,税収

の配分は人口比にしたがって行 うというもので,

この計画が ドイツ関税同盟に範をとっていたこ

とは明らかである｡ さらにベルンは,この計画

を隣接のルツェルン,バーゼル農村部,アール

ガウにも拡大 しようとした｡農業的カントンが

結合 して初めて,工業的な東スイスの諸カント

ンや中継貿易の利害の強いバーゼル都市部を関

税改革に引き込みうると考えたのである｡ しか

し同じく農業利害の強いボーやヌシャテルは,

消費税問題でのベルンとの対立のために排除さ

れていた｡

次いで1842年には,ベルン,ゾ-ロ トゥルン,

アールガウの3カントンがベルンの関税率を元

に単一の関税法を制定することに合意 した｡そ

の後 2年間,さまざまな理由で交渉が停滞 した

が,1845年になると,スイス商工業連盟の要請

を契機にこの計画が再び動き出し,1841年の草

案に沿ってベルンとゾ-ロ トゥルンの間で関税

同盟条約が締結された｡その後 アールガウと

バーゼル農村部がこれに加わ り,1847年には4

カントンの間で関税同盟条約が締結された｡ し

か しながらバーゼル農村部では,72の自治体の

うち63がバーゼル都市部の市場から閉め出され

ることを恐れて拒否権を発動 し,条約は批准さ

れなかった｡このためこの改革全体が挫折 して

しまった 27)｡

この間,1846年から翌年にかけての食料危機

では,多 くのカントンや周辺諸国が食料品の輸

出 ･移出を規制 したが,盟約者団会議はこれに

対 してなすすべがなく,人々は抜本的な関税改

革の必要性を認識するに至った28)｡

上述の1845年のベルンの関税同盟計画には,

27) Rupll,W.,前掲書, 168-174ページ,およびWart-

mann,H.,前掲書,444-448ページ,参照｡
28) Wartmann,H,前掲書,445ページ以下｡
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チューリヒでも工業協会をはじめ賛同する意見が多く,チューリヒは1847年3月にこの関

税同盟への加盟を打診 し

,東スイスのカントンもこれに追随した｡工業

的利害を調整したうえでベルンなどとの交渉に

入るために,チューリヒが中心となって共通の関税同盟案を準備した｡他

方バーゼル都市部では,税収減を危倶する見解

がいまだ支配的であり,またこの計画が保護関

税の隠れ蓑であるとの疑念を捨てきれず,静観

の態度をとった29)｡1847年 9月,ス

イス商工業連盟の総会の場を借 りて,上記の関

税同盟に関する準備会議が開かれた｡会議では

,保護関税主義か自由貿易主義かの議論を避け

て関税の統一に目標を絞るために,チューリヒ

,ベルンの両草案を離れて討議が進められ,以

下の4点について合意された｡1.すべての

内国関税を廃止 し,スイス国境に関税線を設け

,スイス領内の交通を完全に自由化する (ただし

消費税の廃止については不明確)｡2.スイ

ス関税同盟の対外的政策を一元化する｡3.

税率を可能な限 り低 く設定する｡29) Rupli,Wリ前掲書,178ページ以下｡

Hungerbilhler,J.M.,前掲書｡ 4.零細事業者に対 して特別

の顧慮を払い,相互主義の原則に基づいた共通の警察的規則を制定する (純然たる保

護関税の代替策として盛 り込まれた条項)30)0その後



スイス統一関税圏の成立過程と19世紀スイスの自由貿易主義 (2)

時限つきで認められたが,この措置については,

協定カントンの3分の 2の賛成が必要とされ,

厳しい歯止めが設けられた｡協定非加盟カント

ンの商品については,共通関税率の半額を適用

することとした｡国境地帯の商取引には一連の

優遇措置が定められた｡関税条約は6年を期限

とし,他のカントンの将来の加盟も想定された｡

条約の変更については全会一致が必要とされ

た 31)0

こうして,スイスの主要な経済地域を包含す

るこの関税同盟の計画は,実現の一歩手前にま

で漕ぎ付けた｡しかし消費税,通行税,橋税に

ついては最終的な合意に至らず,交渉が難航し

ている間に,ゾンダーブント戦争が勃発し,辛

態は急変した｡内戦によるカトリック保守派の

敗北と,それに続 く周辺諸国での革命の勃発を

背景に,自由主義急進派勢力は翌1848年に連邦

政府を樹立した｡これによってカントン主権を

前提とした関税同盟計画は意味を失うのである

が,構想の内容は,新 しく成立した連邦国家の

関税制度に大筋で継承されたのである｡

この協定には,高ライン地域の経済的に重要

なカントンがすべて加わっており,高ライン･

スイスの関税同盟協定 としての性格も帯びてい

た｡

2.連邦憲法と統一関税圏の成立

1840年代までの各種の関税改革の挫折は,盟

約者団の全会一致原則の限界によるものといえ

るだろう32)｡結局この間題は,内戦の結果を背

景に,多数決原理を全会一致原則によらない手

続きによって導入することで解決された｡これ

によって,国家連合 (Staatenbund/conf6d6ra-

tion)か ら,連 邦 国家 (Bundesstaat/f6d6ra-

31) Huber,A.,前掲書,169ページ以下.12の条約カント

ンの税収とその配分額については,同171ページを参照｡

32) Ruf丘eux,R.,前掲論文,639ページ以下｡連邦成立以

前の同盟規約では,盟約者団の権限として明記された軍

事的な事項に関しては多数決原則が採用されていた｡し

かし,同盟規約中に盟約者団の権限として明記されてい

ない事項については,カントンが全面的な主権を持つと

理解され,したがって全会一致でなければすべてのカン

トンを拘束する決定は下せなかった｡
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tion)への移行がなされたのである33)｡

1848年 9月に成立した連邦憲法は,この連邦

国家の基礎であり,1874年の全面改正を経て今

日に至るまでスイスの国家体制を規定 してい

る34)｡ここでこの憲法の性格について分析する

余裕はないが,さしあたり関税問題と経済的統

一に関連する条文の内容を確認しておこう35)｡

まず連邦憲法は,第2条において,連邦の目

的のひとつとして ｢連邦の共通の福祉の増進｣

を明記 し,連邦の経済問題-の関与に一般的な

根拠を与えた｡そして,第23条で,｢関税制度

は連邦の管轄事項である｣と明記し,中央権力

の権限に関するかつての解釈論争の再現を封 じ

込めた｡つづ く第24条では,｢連邦は,盟約署

団会議によって承認あるいは認知された関税 ･

水路税 ･通行税 ･橋税 ･強制的な通関料 ･その

他類似の諸税について,これらがカントン,自

治体,同職団体や個人のいずれによって徴収さ

れる場合にも,補償を行うことによって,これ

を完全に,あるいは部分的に廃止する権利を持

つ｡ 通過の負担となる通過関税 ･通行税は,い

ずれにせよ,連邦の全域で,かつ同時に廃止

33) 連邦制一般については,日本においては体系的な研究

蓄積が乏しく,正確な概念規定には困難が伴う｡いずれ

にせよ,1848年以降のスイスは,｢連邦国家｣概念の中

では最も ｢国家連合｣に近い位置に分類されるべき緩や

かな体制を維持しているといえよう｡なおこれに関して

は, ドイツ語圏における連邦制理解とフランス語圏での

理解に相違があることは興味深い｡例えばフランス語の

文献では,1848年 の変化を allianceconfbdtralか ら

conf占d6ratlOn-の変化と捉えて統合の段階を一段低 く

理解する傾向がある｡連邦を表現する場合にも, ドイツ

語では,スイス建国の伝説を連想させる ｢盟約者団｣
Eidgenossenschaftという表現を国名に用いるのに対 し

て,フランス語やイタリア語では,通常は国家連合を意

味するconfとd占ration,confederazioneの語を使用する0

34) 連邦憲法起草委員会は,ゾンダーブント戦争勃発以前

の1847年 8月に設けられ,翌年4月には草案の作成を終

えた｡この委員会は完全に自由主義急進派勢力で占めら

れており,一人の保守派も加わっていなかった｡Rupli,

W.,前掲書,1891190ページ｡

35) DasschwelZerZ∫CheZollwesen,Herausgegeben von

der eidgen6ssischen Oberzolldirektion anlえJSlich des

hundertjahrigenBestehensderschwelZerischenZollver･

waitung.Bern1948,12-14ページ,Rappard,E.William,

La constitution confidi7TaledekZSulSSe,1848-1918.

Neuchate11948,391ページ以下｡
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されねばならない｣とし,さらに ｢連邦は,ス

イスの国境において,輸入税,翰出税,通過関

税を徴収する権利を有する｣と規定した｡

このようにして統一的な関税制度の法的な基

盤が確立した｡新設の関税制度のもとでの関税

率については,第25条で,奮移品に高い税率を

課すとしたことを除き,輸入税,通過関税,輸

出税のいずれに対しても可能な限り低い税率を

課すことを定めた36)｡

既存の関税 ･関税類似税の廃止の結果,道路

整備等の負担を引き続き負うことになったカン

トンへの経済的補償が必要となったが,これに

ついては第26条で,人口による基準に既存の税

の税収実績を加味した分配方法で配分すること

を定めた37)｡また道路や橋などの建設費を賄う

ために通行税の徴収が必要な場合について,第

27条では,建設費と利子支払い分を回収次第,

廃止されねばならないことを明記した｡

また第29条では,カントン間の各種の商品の

自由な交通を保証した｡ただし,塩や火薬の専

売に基づ く措置や,警察や防疫業務に関連する

措置,独占禁止のために必要な措置等を除外し

36) 第25条 関税の徴収においては以下の原則が尊重され

ねばならないo

l.輸入税

a) 国内工業に必要な原材料については,可能な限

り低い関税率で課税する｡

b) 生活必需品についても同様である｡

C) 奮修品には,最高の税率を課す｡

2.通過関税,そ して通常は輸出税も,できるだけ低

く定める｡

3.関税法の立法によって,国境取引 ･市場取引の確

保のために適切な規定を設ける｡

連邦には,例外的な事態において,前記の規定を外

れて,暫定的に特別の措置を講ずる権限が留保される｡

37) Rupli,W.,前 掲 書, 190-191ペー ジ｡ DasschwelZe-

rtSCheZollwesen,19ページ｡第26条の条文は以下の通 り｡

第26条

輸入税,翰出税,通過関税による税収は,以下の方

法で使用される｡

a) どのカントンも,1838年の人口調査の総人口を

基準 として,-人当た り4バ ッツェンを受け取る｡

b) この額によって第24条の規定で廃止された諸税

の税収を埋め合わせることのできないカントンは,

1842年か ら1846年のこれらの諸税の純税収額の平

均を基準 とした額を受け取る｡

C) 余剰は連邦の収入とする｡

第15号 (1998.4)

た｡これらの措置にはカントン内外の無差別原

則を義務づけた｡おなじく例外的に存続を許さ

れたアルコール飲料に対する消費税については,

別に第32条,第33条を設けて濫用を予防した｡

その他各種の経済的基盤の統一に関しては,

第33条が郵便制度の統一化を定め,また第34条

では連邦の貨幣主権を,また第35条では度量衡

の統一を定めた｡連邦の支出は,戦争基金の利

子,国境関税,郵便会計,通貨会計,火薬専売

からの収益で賄われるとし,関税収入が連邦に

帰属することが明記された｡中央政府に対する

反感がいまだに強く,連邦政府の必要性につい

てさえ議論がなされている段階では,連邦の支

出のために不人気な直接税を導入することは政

治的に現実的ではなかった｡なお第8条は,過

商条約締結の権利を連邦のみに与えた38)｡

この連邦憲法の規定にしたがって,連邦の7

省のひとつとして1849年に通商関税省 (Han-

dels-undZolldepartement)が設けられた｡徴

税事務においては言語的 ･地理的条件が考慮さ

れ, 5つの税関区が設けられた｡その結果,高

ライン･スイスには第1から第3の3つの税関

区が,イタリア語圏には第4税関区が,またフ

ランス語圏には第 5税関区が割 り当てられ

た 39)｡

3.諸政治勢力の運動と関税率

関税制度改革が,連邦関税の創設という方向

にまとまり,統一の是非をめぐる論争が決着す

ると,焦点は,関税率をめぐる自由貿易派と保

護関税派の論争に移り,各地で活発な政治運動

が展開された｡

保護関税を求める勢力は, ドイツ関税同盟に

よる市場の狭隆化を最も強く感じていた東スイ

スを中心に,4万に達する署名を集めた｡その

他にも,農民の一部は穀物関税やワインやタバ

コに対する関税を要求し,ジュラ地方の製鉄業

38) Huber,A.,前掲 書, 199-201ペー ジ, 223ペー ジ｡

Wartmann,H.,前掲書,449ページ｡Rupll,W.,前掲書,

190ページ以下｡

39) Huber,A.,前掲書,205ページ,217-218ページ｡Dos

schwezzerlSCheZollwesen,19-21ページ｡
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者は鉄輸入関税を要求した40)｡

前述のように東スイスは自由貿易派にとって

も運動の中心であった｡ザンクト･ガレンの商

人理事会やザンクト･ガレンエアッベンツェル

共益協会は,低関税率の採用を求めていた｡自

由貿易の維持を求める署名は,ザンクト･ガレ

ンの刺繍工業の他,ヌシャテルやジュネーブな

どの時計工業や,その他の一連の商業会議所や

商工業団体から寄せられた41)｡チューリヒ政府

内の商業会議 ZurcherHandelskammer(1873

年に Kaufm畠nnischeGesellschaftとして設立

され,後に改組されて成立した同名の組織とは

別の組織)ち,自由貿易を強く支持 した｡他方,

バーゼルの絹リボン製造業者は商人勢力と協力

し,自由貿易の擁護のために,1848年にバーゼ

ル商工業協会 (BaslerHandels-undlndustrie-

verein)を結成 した｡この協会は,スイス商工

業連盟傘下の団体でもあり,これによってスイ

ス商工業連盟内の自由貿易派の立場は強まった｡

これを受けて,スイス商工業連盟は1848年の12

月にスイス工業連盟 (Schweizerischerlndustrie-

verein)に改組され,自由貿易派としての旗職

を鮮明にした42)｡

手工業者の経済的な窮乏は深刻化していたが,

関税統一の道筋が定まると,報復関税の基礎が

40) Holmann,Hannes,DieAnfdngederMaSChlnenlndul

StrleZnderdeutschenSchwelZ1800-1875.Ztinch1962,

55ページ以下｡Huber,A.,前掲書,209ページ以下｡
Lampenscherf,M.E.,前掲書,10ページ｡Schmldt,前掲
書,67ページ0

41) Huber,A.,前掲書,210ページ｡Signer,H.,前掲書,
15ページ｡チューリヒでは,スイス最大の機械メーカー
であるエッシャー･ウイス社が鉄保護関税に反対した｡

42) Lampenscherf,M.E.,前掲書,14ページ以下｡Huber,
Aリ前掲書,222ページ｡可能な限り既存の税を廃止す
る案に対して,スイス工業連盟は,若干の内国関税を残
しても国境関税負担を低く押さえることを主張していた｡
保護関税-の警戒感が極めて強かったことが窺われる｡
なお,連邦関税法制定後の1850年11月,スイス工業連盟
は運動の目標が達成されたとして解散した｡その後,
1870年に諸経済団体の上部組織としてSchweizericher

Handels-undlndustrievereinが設立されている｡Wehr-

li,Bernhard,AusderGe5ChichtedeSSchweZZerischen

Handels-undInduStrleVerelnS18701970,Zum hun-

dertjahrzgen Bestehen des Vo710715.Erlenbach-Zilrich

1970,参照｡
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できたことに満足した手工業者勢力の大部分は,

保護関税要求に与することなく運動から離脱 し

た43)｡他方,工場労働者はいまだ組織されてお

らず,一般にこの間題には無関心であった｡

関税法に関して連邦議会に設けられた委員会

の報告は,両論併記の形をとった｡いずれも,

保護関税に明確に反対し,また既存のスイス領

内の内国関税の廃止を謳っていた44)｡相違点は

主として関税率に関するもので,多数意見は,

廃止される既存の内国関税に対する補償額と,

徴税経費を賄う額のみを徴収するべきであると

した｡つまり純然たる財政関税的低関税率の主

張であった｡他方,アルフレー ト･エッシャー

などによる委員会の少数意見は,これよりさら

に低い関税率を提案しており,連邦財政の不足

分は,中央政府の権力を抑制すべくカントンか

らの直接の拠出金で埋め合わせるべきであると

していた45)｡

この委員会多数意見は通商関税省案として採

用され,両院での審議を経て,1849年 6月30日

に成立し,翌年 2月1日から施行された｡この

関税は貨幣単位の名称をとって ｢バ ッツェン

税｣と呼ばれ,再輸出入貿易,修理のための輸

出入,農産物取引に関する優遇措置を規定して

いた 46)｡

43) Huber,A.,前掲書,211ページ｡Lampenscherf,M.Eリ
前掲書,16ページ｡Wartmann,H,前掲書,449-450

ベーン0
44) 憲法の規定によれば,通過関税の廃止は連邦の義務で

あったが,その他については連邦はその権利を持つとさ
れた｡したがって連邦がこの権利を行使しないことも理
論的にはありえた｡

45) Huber,A,,前掲書,212ページ以下｡Wartmann,H,
前掲書,450-453ページ｡

46) この関税率は,以下の構成をとっていた｡それぞれの
課税分類に該当する品目名については省略する｡なお,
1フラン-10バッツェン(Btz)である｡
輸入税

A.観馬あたり,1,3,20Btz

B.個数あたり,1/2,3,20,40,120,200,400,
600Btz

C.価格あたり,2,5,10%

D.スイスツェントナーあたり,1,2,5,10,15,
20,25,50,100Btz

輸出税

A.挽馬あたり,1,2,3Btz /
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その後1850年 5月にフラン貨と十進法を基本

とする連邦通貨改革がなされ,スイス内での貨

幣制度が一本化されたが47),これに伴う変更に

併せて関税の簡素化が行われた｡この改正によ

る変更は技術的な範囲にとどまった｡

こうして成立した1851年 8月27日の関税法の

関税率は,1878年に一部変更があったものの,

基本的には1884年まで30年以上にわたって維持

された (末尾の資料参照)48)｡この連邦関税は,

従量税と従価税を併用 していたが,従価税の対

象は大型の工業製品などに限られており,基本

的には従量税に基づいた体系である｡ また低率

ではあるが,輸出税と通過関税が課せられてい

た｡輸出税は,基本的には森林などの天然資源

の保護のために設けられたものであった｡税区

分は,商品価格と商品特性による分類に基づい

ており,産業競争力-の配慮は窺えない｡

この関税法の自由貿易主義的な性格は明らか

である｡1851年から翌年にかけてのスイスの総

輸入額は3億3887万フランであり,これに対し

て関税収入総額は,347万フランである｡ した

がって平均関税率は僅かに1.02%であった｡こ

れは,比較的に自由貿易的とされるドイツ関税

同盟の水準よりもはるかに低 く,ヨーロッパ諸

国でも最も低い水準と推定される49)｡

＼ B.個数あたり,1/4,5,10Btz

C.価格あたり,3%,5%
D.スイスツェントナーあたり,1,5,10,15Btz

通過関税
A.挽馬あたり,1,3,20Btz

B.個数および通過距離あたり,1/4-20Btz

C.価格あたり,3.5%
D.スイスツェントナーあたり,1/2,2Btz

DaSSChwelZerlSCheZollwesen,18ページ｡Huber,Aリ
前掲書,217ページ｡

47) 4.5グラムの銀を含有するとされていたフランスのフ
ラン貨を基準として,純度90%,5グラムの銀貨を1フ
ランとし, 1フラン-100ラッペン/サンチーム
(Rappen/Centimes)とした｡それまで一部のカントン
で使用されていた旧スイス･フランとこの新スイス･フ
ランとの交換比率は,0.69旧フラン-1新フランである

48) Emminghaus, C.B, Arwed, Die schweigerlSChe

Volksw‡rtSChaft.Leipzig1860,ZweiterBand,49ページ
以下｡

49) スイス北･東部の経済の柱である綿工業に関する関税
率を例にとるならば,綿糸輸入関税ではドイツ関税同ノ
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この低い関税率による収入で,連邦政府の支

出をおおよそ賄うことができたという事実は,

連邦国家への移行後においても,中央政府の組

織が極めて小規模なものにとどまったことを示

している｡ 低関税率は,スイスの自由貿易主義

のみならず,その分権的体制をも象徴するもの

であったといえるだろう｡

4.内国関税の廃止とその補傭

それまでスイスの国内通商を阻害していた関

税や関税類似税の中で,例外として存続を認め

られたのは,アルコール飲料に対する消費税と,

一部の橋税およびごく少数の通行税であった50)｡

5カントン, 1半カントンはすべての消費税を

廃止したが,15カントンと2半カントンは,内

外無差別でその後も消費税を徴収 した｡

連邦憲法の草案作成の段階ですでに,廃止さ

れる税に対する補償の方法が問題となっていた｡

廃止される税の税収額すべてを単純に補償する

方法では,従来多額の内国関税を徴収していた

カントンのために,直接税に頼ってきたカント

ンが犠牲を払うことになってしまう｡ 他方,補

償が十分でなければ,税収減が見込まれるカン

トンが憲法案に否定的な態度をとるという事態

が危倶された｡結局,連邦憲法の第26条では,

まず人口あたり4バッツェンの額をすべてのカ

ントンに配分し,これが廃止された関税の1842

年から1846年の5年間の平均額に満たない場合

には,その差額を追加的に補償するものとした｡

他方,関税と紛らわしい消費税については,一

定の比率をかけて補償額を減額することになっ

＼盟のおよそ4分の1,綿布では20分の1の水準に過ぎな
かった｡1850年代の数字では,スイスの綿糸関税は,従
価にしておよそ1.3-1.4%という極めて低い水準であっ
た｡

50) 通行税として存続を認められたのは,フランス語圏カ
ントン･ベルン･アールガウの橋税と,ウ-リの道路税
である｡建設費の回収がその理由であった｡これらの消
費税は1874年の憲法改正でも暫定的な存続が認められ,
結局,全廃されたのは1890年になってからであった｡
Bauer,‖ans,YonderZunftveqaSSungZurGewerbef
relheltlnderSchweZZ1798-1874.Basel1929,204ベー
ン/o
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表 内国関税補償に関する国家契約による補償額
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人 口(人) 一律の補償基準額[人口×0.4旧フラン] 関税粗収入1842-46年平均(旧フラン) 確定 した補償総額(旧フラン) 旧税収額を100としたときの補償総額 1人当た り補償額(

旧フラン)ベ ル ン 407,913 163,165 211,407 175,000

82.8 0.42ウ リ 13,519 5,407 64,655

54,000 83.5 3.99フ リ ブ ー ル 91,145 35,458

45,830 37,000 80.7 0.40ゾ-ロ トウルン 63,196 2

5,278 34,897 32,000 91.7 0.50バーゼル都市部 24,

321 9,278 114,263 104,000 91.0 4.27バーゼル農村部 41,103 16,441 46,872 45,400 96.9 1.1

0シャフハウゼ ン 32,582 13,011 50,828 46,000 90.5

1.40ザンクト.ガレン 158,853 63,541 128,420 118,000

91.9 0.74グラウビエンデン 84,506 33,802 325,289

210,000 64.6 2.48ア ー ル ガ ウ 182,755 73,102

132,229 107,000 80.9 0.58トウー ル ガ ウ 84,124

33,649 49,829 45,000 90.3 0.53テ ィ チ - ノ 113,923 45,569 323,250 190,000 58.8 1.66

ボ 183,582 73,432 168,990 152,000 89.9

0.82バ レー/パ リス 76,590 30,636 115,224 70,000 60.8 0.91ン ユ ネ ー ブ 58,666 23,466 47,239 30,000 63.5 0.51出典 :Huber,Albert,DieEntwICklungdeseidgenbssISChenZollweSenSTom BeginndererStenTarlfeblSR=urBundesverfa5

-5ungdeSJahres1848.°issUnlV.Bern1890

,226ページ｡一部計算を加えて転載｡た

｡連邦憲法成立後,連邦政府は差額補償を必要

とするカントンとの交渉を行った｡これは連邦政

府の主導で進み,補償額は当初の見込みよりも少ない170万フランに切 り詰められた｡この

補償は,関税改革時の一度

きりの額ではなく,毎年支払われるものであ り,

その支払いは1874年の連邦憲法改正まで2

4年間続けられた｡この資金を原資に,諸カン

トン政府はそれぞれの裁量で領内の自治体 ･同

職団体 ･個人などに対 して補償を行った51)

｡各カントンと連邦の交渉の結果,ティチ-ノ

,バレー (パリス),ジュネーブ,グラウビュ

ンデンでは,従来の税収額に比して,補償額が相対的に少なくなった (表参照)｡他方,この差額補償の財

源が関税収入一般であったことを考慮すると, 1人当たり補償額が大きかったバー

ゼル都市部,ウ-

リ,グラウビュンデン,ティ51) DosschwezzerlSCheZollweSen,18119ページ｡Huber,

A.,前掲書,224ページ以下｡Baue

r,ll,前掲書,202-203ページ｡ チ-ノは,税収の地域的配分の点で有利な

扱いを受けたといえるだろう｡ スイスの西部と

は異なり,東部のカントンでは直接税を税収の

柱とする例が多かったことを考慮すると,工業化が

進み関税制度統一に熱心な東スイスのカントン

が,税体系に直接関わる補償方式において譲歩

し,通行税収入が多く既存の制度の維持に固執

していたカントンに,統一関税制度への同意を

促 したとみることができる52)｡総じて,異

なった税

体系をもち,したがって統一関税制度に対する態度を異にする

各カントン間の妥協が,捕償を通じて図られたといえるだ

ろう｡ それでもなお,ジュネーブやベルン領ジュラでは当

初激しい反発がみられたが,次第にこれは終息していっ

た ｡52) 旧課税額が人口あたりで著しく多かったにも拘

わらず,補償に関する国家契約による減額率が低かった

バーゼル都市部の扱いが目を引
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ⅤⅠ 関税制度統一以後のスイスの通商政策

1.諸外国との通商条約

以上,19世紀半ばの関税制度統一までの過程

をみてきたが,その後のスイスの通商政策につ

いて,この統一的な関税体制の性格の把握に必

要な限りで整理しておく｡

関税制度の統一を実現 したスイスにとって,

最初の,かつ1850年代で唯一の通商上の成果は,

サルデイニアとの1851年の通商条約であった｡

この条約で両国は相互に最恵国待遇を供与し,

関税を引き下げた｡当時サルデイニア領であっ

たサボワはジュネーブに隣接していたが,通商

条約では,連邦憲法第25条に規定された国境地

域優遇措置が適用され,食料品やワインの無関

税での輸入が認められた53)｡しかしこの時期,

その他の諸国との通商条約交渉は進展 しなかっ

た｡通商外交の主体を一元化して通商交渉での

交渉力を高めることは,関税制度改革の重要な

論拠であったが,1850年代の通商政策上の成果

は僅かであった54)0

1860年代に入ると状況は好転した｡1861年に

ベルギーとの間で通商条約が結ばれ,相互に関

税を引き下げた55)｡ とりわけ重要であったのは

イギリスの動向である｡ イギリスが19世紀後半

に展開した自由貿易政策は,直接的にはスイス

製品に対する関税引き下げという恩恵となった

が,間接的には,1860年の英仏通商条約 (コブ

53) サルデイニアは綿布関税を半分にし,絹糸関税では低
番手品目を中心に税率を引き下げた｡絹製品では,フラ
ンスに対して1851年の条約で与えた大幅な関税引き下げ
と同様の措置を適用した｡スイスにのみ認められた唯一
の優遇措置は,チーズ関税の引き下げであった｡この条
約は,1862年にイタリア=スイス通商条約に拡張された｡

Wartmann,H.,前掲書,457-458ページ,469-471ペ-ジ,
Schmidt,H.,前掲書,77ページ,92ページ以下｡

54) その1つの要因は,スイスへの居住権をキリスト教徒
のみに与えた連邦憲法の規定と,各カントンによるユダ
ヤ人に対する居住制限であった｡ネ-デルラントとの間
で1862年に締結された条約は,このユダヤ人に関する規
定が障害となって批准されなかった｡Schmidt,H.,前掲
書,80ページ｡

55) ただしこの関税引き下げ以降も,スイスから輸出され
る綿製品への税率は従価で20%を超えていた｡Signer,
H.,前掲書,36ページ｡
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デン条約)の成果を通じ,1864年のスイスとフ

ランスの通商条約をもたらした56)｡穀物法廃止

論者のモデルであったスイスに,イギリスの自

由貿易主義の恩恵がようやく及んだのである｡

スイス側が要求した課税分類の簡素化と全般的

な関税率の引き下げは認められなかったが,フ

ランスは刺繍品とモスリンに村する税率を引き

下げ,さらに絹織物に対する関税を仝廃 した｡

何よりも,それまで完全に禁止されていたフラ

ンス-の綿製品輸出が,高関税を条件としてで

はあれ認められたことは,スイスの綿工業に

とっては重要な成果であった57)｡

自由貿易に向かう全欧的な流れの中で,スイ

スは1868年にオーストリア ･ハンガリーと,ま

た翌1869年には ドイツ関税同盟と通商条約を締

結 した｡しかしオーストリア ･ハンガリーとの

条約の内容は,最恵国待遇の獲得と再輸入貿易

の優遇以外には概 して乏しく,オース トリアの

保護関税体制の現状を追認したにとどまった58)｡

ドイツ関税同盟との条約締結は,南 ドイツ,

ラインプロイセン,ザクセンの繊維工業がスイ

ス製品との競争を危倶 して条約に反対したため

に,長い間実現しなかった｡また再輸出入貿易

に対する優遇措置も, ドイツ関税同盟内の南北

の対立で容易に実現せず,そのために国境のカ

ントンは経済的に深刻な打撃を被った｡ようや

く1865年に, ドイツ関税同盟は,スイスがフラ

ンスとの協定関税率をドイツ関税同盟に対 して

も適用することを条件に,スイスに村して協定

関税率を適用するとした｡1869年の条約はこれ

を確認 したものであったが,洗浄 ･漂白 ･染

色 ･仕上げ ･捺染 ･刺繍などのために輸出され

56) Wartmann,H,前掲書,463-467ページ｡Signer,H.,
前掲書,37-38ページ｡Schmldt,H.,前掲書,86ページ
以下｡

57) 上の註54に述べたユダヤ人に対する差別的条項は,こ
の条約によってまずフランス国籍のユダヤ人に対して廃
止され,2年後の連邦憲法の部分改正で一般的にも廃止
された｡

58) Wartmann,H.,前掲書,471-472ページ｡Signer,H.,
前掲書,39-42ページ｡オーストリア･ハンガリー政府
は,自国に再輸入される商品には優遇措置を与えなかっ
たが,スイスに再輸出される商品については戻し税に
よって免税とした｡Schmidt,H,前掲書,97ページ｡
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再輸入される場合には,双方とも輸出入税を免

除すると規定したことを除けば,新たな成果は

なかった59)｡

1868年にはイタリア=スイス通商条約の更新

に基づく新条約が締結された｡これはその後の

イタリア政府の保護関税主義への傾斜を反映し

て,総じてイタリア側の関税の引き上げを追認

するもので綿製品関税の引き下げは実現 しな

かったが,穀物や家畜の安定的輸出入に関する

条項が定められ,両国間の農工分業関係が条約

による基盤を得た｡その後,各国との間で,慕

恵国待遇に基づく条約が次々と結ばれた60)｡

2.1870年代以降の各国の保護貿易主義

1874年の連邦憲法の全面改正の際には,関税

補償の面で残っていた優遇措置が解消され,補

償金の交付が打ち切られた｡またアルコール飲

料の統制が連邦の管轄とされた61)｡

1870年代には,大不況に見舞われた各国は保

護関税への傾斜を強めたが,こうした傾向はス

イスの通商外交をさらに困難なものにした｡ス

イスがいわゆる一方的自由貿易を維持している

限り,貿易相手国はスイスに対して譲歩を行う

必要を感じなかったのである｡

59) Studer,Wolfgang,Der VeredlungSVerkehrzwischen

DeutschlandandderSchwelZ.SeineBedeutungandge-

schlChtlicheEntwicklung.DISS,Wtirzburg 1927, 53

ページ｡Signer,H.,前掲 書,42-44ペー ジoSchmidt,

H.,前掲書,94-96ページ｡

60) 1869年にはスペインとの間で最恵国待遇が相互に供与

され,1872年にはロシアとの間で居住 ･通商条約が結ば

れた｡1873年にはベルシア,ポル トガルとの間で通商条

約が締結された｡また1875年には,デンマーク,ネ-デ

ルラントとの間で,友好 ･通商 ･居住条約が締結された｡

なお,日本との間では,1864年に友好 ･通商条約が締結

されている｡Wartmann,Hリ前掲書,469-471ページ｡

Signer,H･,前 掲 書,39-40ペー ジ,45-46ペー ジ｡

Schmidt,H.,前掲書,92ページ以下｡

61) Huber,A.,前掲書,236-238ページ｡Bauer,H,前掲

書,246-247ページ｡1864年,連邦とグラウビュンデン

の間で,すべての関税 ･通行税 ･梼税の廃止とそれに対

する補償のための条約が締結された｡同様の取 り決めが,

1849年の条約の改訂として,ウ-リとの間でも締結され

た｡他方,アルプスの峠道で運送業者が維持していた排

他的な特権は,ウ-リでは1849年に廃止されたものの,

グラウビュンデンでは1861年まで存続 していた｡

33

すでに1850年代から,スイス国内では,製鉄

業者が活発な保護関税要求運動を展開していた｡

しかしこの時期には自由貿易に対する世論の支

持は強く,1858年の鉄道法は,客車を例外とし

て鉄道資材を無関税とした｡この措置は1874年

まで維持された62)｡

しかし1870年代になると,普仏戦争時の軍隊

の動員や,連邦憲法改正によって生じた連邦の

支出の拡大への対応策として,財政的見地から

連邦関税の引き上げを主張する声が強まった63)｡

また周辺国の保護貿易主義的傾向が一段 と高

まった1880年代に入ると,スイスにおいても報

復関税導入の要求が高まった｡この時期には,

純粋な保護関税を求める主張も現れた｡1879年

に設立されたスイス小営業者同盟 (Schwei-

zerischerGewerbeverband, 1843年 設 立 の

Gewerbevereinとの直接の継承関係はない),

1890年に設立された農民同盟 (Bauernbund,

1897年に Bauemverbandに改組)はこれらの

運動の中心であった｡こうして,次第にスイス

の世論は徹底した自由貿易主義から離脱してゆ

き,1884年と1887年の関税改革ではこれが反映

されて関税率は一般に引き上げられた64)｡とり

わけ,1870年代まで強靭な国際競争力を誇った

綿紡績工業が,この時期以降,市場の変化や賃

銀の高騰などで競争力を急速に低下させ,保護

関税要求に加わったことは,自由貿易主義の後

62) Hofmann,H.,前掲書,58-59ページ｡1864年以降,令

国との通商条約で,鉄輸入関税はさらに引き下げられた｡

そのため,1866年には,連邦議会に鉄輸入関税引き上げ

を求める請願書が提出されたが,機械工業の代表は逆に

関税の大幅引き下げを要求し,税率は据え置かれた｡

1876年には,チューリヒの要求が受け入れられて鉄輸入

関税は引き下げられた｡

63) 連邦成立以来,連邦の収入の柱は関税と郵便事業で

あった｡郵便事業の純益は事業者である各カントンへの

支払に充てられたので,実質的には関税が主たる財源で

あった｡それでも軍事費の支出が僅かであった1860年代

までは,関税収入のみで連邦の支出を十分に賄うことが

できた｡Gariel,Georges,LaCentral‡∫atl0ndconomlque

ensuisse.L'凪 fvredconomiquedelaConfidirationde-

♪ulS1848.ParlS-Genとve1912,29ページ以下｡

64) Schmidt,H.,前掲書,100ページ以下｡Lampenscherf,

M･E･,前掲書,25ページ以下｡Signer,H･,前掲書,47

ページ以下｡Gruner,E.,前掲論文,56ページ以下｡

Bosshardt,A.,前掲書,169ページ以下｡
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退に大きく影響した｡しかしながら,これらの

保護関税の導入の後にも,スイスが依然として

ヨーロッパ諸国の中ではオランダに次ぐ低関税率

を維持 していたことは忘れられてはならない65)｡

他方,スイスの通商条約交渉における交渉力

の弱さは,スイスが ｢小国｣であることにも起

因していたが,半面でスイスは,｢小国｣であ

ることによる利点を最大限に利用していた｡植

民地を持たずに,イギリスと同じく一方的自由

貿易を展開していたスイスの場合,輸出市場の

確保は,諸列強が築いた通商のインフラストラ

クチャーをいわばただ乗 りする形で利用し,港

外市場,各国の植民地市場に食い込むことで実

現された66)｡スイスでは市場開拓の努力は,氏

間企業 ･民間経済団体の主導で行われた｡スイ

スの商工会議所の多くは,遠隔地市場開拓のた

めの調査団派遣の企画にその起源を有している｡

商工業者の自助の原理に基づく民間経済団体の

活動は,スイス的な経済的自由主義,自由貿易

主義の重要な柱であったのである｡

お わ り に

19世紀前半のスイスでは,錯綜した関税体制

が拡大しつつある経済活動の実態に対応しえな

くなっていたことは否定しえない事実であった｡

この時期に試みられた各種の関税改革は,いず

れもこうした事態に危機感を抱き,国家同盟の

体制を前提としてこれを打開しようとしたもの

であった｡これらの試みがいずれも挫折を余儀

65) Bosshardt,A.,前掲書,106-107ページ｡1870年代以

降も,一般的な世論の中では,依然として自由貿易主義

的信条が強い影響力をもっていた｡Schmidt,H.,前掲書,

103ページ以下｡

66) その最も端的な例は,レバントで行われていた保護供

与国制度 (Schutzmachtsystem)である｡この制度のも

と,スイス商人は諸列強の保護の下に入り,これらの列

強の国民と同じ権利を行使しつつ取引を展開していた｡

スイス政府はレバントに領事を置かず,スイスの商人た

ちも必ずしも領事館の設置を望まなかった｡多くの商人

は,国外で軍事力を展開する力のない本国政府を頼りに

するよりも,列強の保護の下に入ることを望んだのであ

るo Witschi,Beat,Schweiger auf imPerialistzschen

Pfaden.･DieSchweizeriSChenHandelsbeZiehungenmlt

derLevante1848bis1914.Stuttgart1987,11ページ以

下｡

なくされたこと,最終的には連邦国家の樹立に

よってはじめて近代的関税制度の導入がなされ,

またスイス規模での関税制度の統一が実現した

ことは,国民国家を単位とした経済社会の再編

が進む近代ヨーロッパの流れの中で,スイスも

また全くの例外ではありえなかったことを示し

ているといえるだろう｡

しかしながら,この再編の渦中で成立したス

イスの統一関税圏が,経済活動それ自体を国家

領域単位に編成するものではなかったことは,

見落とされてはならない｡人口規模が相対的に

小さく,輸出依存度が高いスイスでは67),関税

制度の統一によっても,そもそも自給的で諸産

業が補完的に発展するような内部市場を国境内

に形成することは不可能であった｡もちろん,

関税制度の統一が国境内の商品取引を促進した

ことは否定できず,輸出工業もこれを歓迎した｡

しかし,自由貿易主義的低関税が維持されたこ

とや,国境地域に対する各種の特例措置が適用

されたことによって,関税制度の統一による貿

易転換効果は僅かな範囲にとどまり,新たに設

けられた統一的な関税線が城外との経済関係を

阻害することはほとんどなかった｡そのため,

高ライン地域外の,スイス内では経済的周縁地

域に位置するカントンにとっても,経済的利益

が関税統一によって大きく損われることはな

かったのである｡ これらの周縁地域の利害や高

ライン地域内の国境間経済関係に政策的配慮が

なされたことは,再輸出入貿易や国境地域に対

する一連の優遇措置によって確認することがで

きる｡

このように,自由貿易原則に基づく19世紀ス

イスの関税制度は,地域経済を国民経済単位に

再編するものというよりは,地域経済の世界市

場への直接的な競合を媒介するものであった｡

他方スイスの輸出工業は,この自由貿易的な連

67) 1830年頃には, 1人当たり輸出額はヨーロッパ最大で,

イギリスの2倍,ネ-デルラント,ベルギーの3倍,フ

ランスの5倍に達していた｡1876年にチューリヒ政府が

纏めた数字によると,スイスの1人当たり96.6フランと

いう工業品輸出額は,世界のどの国よりも大きかったと

いう｡Slgner,H.,前掲書,51ページ｡
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邦関税制度か ら利益 を引 き出すだけの国際競争

力 を備えていた｡関税圏の統一が,輸出工業の

利害に沿 う形で,すなわ ち国際分業体制を促進

す る形で進行 したことは,スイスの関税制度の

特質 と,スイス経済の地域的構造を理解するう

えで強調されねばならないだろう｡

(本稿は,平成8年度文部省科学研究費特別研究員

奨励費によって助成を受けた研究成果の一部であ

る)

参考資料 :1851年8月27日の関税率

(1878年まで維持,その後も1884年まで大部分

が存続)

出典:Weber,H.,GeneraladreBbuchderSchweiz.I

EinHandbuchfiirFabrikanten,HandeLfleute,

undTouriSten.Zurich1857,ll-20ページ

*100ラッペン (Rp.)/サンチーム (Ct.)は,

1フラン (Fr.)

輸入関税

A 個 (頭)数あたり課税品目

1.RpノCt.50

･生きたミソバチを含む巣箱 (蜂蜜は別課税)

･仔牛 (まだ角の生えていないもの)

･羊,仔羊

･体重80ポンド以下の豚,子豚

･山羊,仔山羊

2.Rp./Ct.50

･盤馬

･乳歯が生えていない仔馬

･牛

･体重80ポンド以上の豚

3.Fr.3

･牒馬,ケッティ

･馬

･調教馬 (再輸出されるもの)

4.Fr.6

･動物 (車柄で輸送あるいは牽引されるのではな

いもの)

B 価格あたり課税品目

1.2%

35

･粉ひき臼 (土台および回転部)

2.5%

･農機具 (木製,あるいは木と鉄からなるもの)

･通常旅客用のボート

･農業用の車柄,荷車,船,棲,およびその部品

･これらすべての修理品

･修理のために無関税で輸出され再輸入される機

械製品

3.10%

･その他輸送具,あらゆる乗り物,高級棲,高級

船舶 (ゴンドラ)

･これらの製品の修理品

C 重量あたり課税品目

Ⅰ.挽馬あたり

(ただし,牽引される重量が10ツェントナー未満の

場合には3分の2,5ツェントナー未満の場合には

3分の1, 1ツェントナー未満の場合には,15分の

2の課税とする｡)

1.RpノCt.15

･動植物から出た層 (税率に特に記載のないもの｡

例えば,血,爪,艦,骨,皮革屑,おがくず,

穀物層,油津,油津粉,乾燥酒糟,ブドウ皮な

ど)

･建設用石材 (一般,切削済みのもの)

･燃料用 ･建築用 ･一般用木材

･あらゆる種類の原鉱石

･操樹皮,華族用カシワ皮の絞り淳

･干し草,緑肥

･木炭

･ジャガイモ

･粘土,陶土,漂布土

･乳

･コークス炭,泥炭,褐炭,石炭

･麦藁,藁層

2.RpノCt.60

･果樹用 ･植林用の木 ･苗木 ･潅木,有用樹木一

般,ブドウの木

･帯,租采

･板,細板,へぎ板,ブドウの支柱

･屋根瓦,煉瓦

･卵

･家財 ･道具類 (移住者の所持品で,衣類,白物

布地,寝具,通常の家庭用台所用品,農具,大
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工道具として,使用目的で輸入されるもの一切｡

ただし,C-Ⅱ-8-9に該当するものを除く)

･棒用木材,加工済み木材

･石灰,石膏 (焼成したもの,粉末)

･生鮮果実,生鮮野菜

･塩櫓,石膏櫓,中古の桶

･スレー ト板

3.Fr.3

･生きた家禽,生鮮魚介類

･公的目的に使用される銅像 ･彫像

･展示目的で使用されるもの (例えば,パノラマ,

動物見せ物用品,劇場用品,蝋人形その他類似

のもの)

Ⅱ.商品重量スイス ･ツェントナー (50kg)あたり

1.RpノCt.15

･アスファルト

･穀物,雑穀

･石灰 (水溶 ･粉末),ローマ式セメント

･食塩,飼料用塩,塩柱

･チョーク,租染料鉱石,陽塊粘土

･艦襟布 ･層紙その他の製紙原料

･オランダパイプ用白陶土

･米

･種子一般

･砥石,彫刻用石材,火打ち石,石版画用石版

(彫刻 していないもの)

2.RpノCt.30

･アラバスター ･大理石 (未加工のもの)

･明答

･Amlung

･アスベス ト

･マスチックス [アスファル ト]

･植物根,稲根

･原柿,綿層

･鉛塊,鉛層

･獣毛

･砂石 [軟マンガン鉱]

･チコリ根

･漂白粉

･臓物

･未加工の黒檀細工用木材 (製本用,家具用,タ

バコ入れその他の小物用)

･銑鉄,屑鉄,鉄切 り屑,鋼塊

･鉄道レール

･機械 ･船舶製造用の鉄 (スイスでは製造されて

いないような形 ･大きさのもの)

･未加工の鉄薄板 (寸法の大きなもので,少なく

とも一つの辺が 3ミリメー トル以上で,スイス

では製造できないもの｡機械 ･船舶製造用)

･染料木,染料根,染料用樹皮,染料用草本,染

料用液果

･獣皮 ･毛皮 (生あるいは乾燥 したもので,操 し

ていないもの)

･亜麻 ･大麻 ･亜麻層 (未加工あるいは枕いたも

の)

･大麦麦芽

･あらゆる種類の粕薬,鉛丹

･黒鉛 (Wasserblei)

･製陶用鉱物一般 (方鉛鉱)

･樹脂,租,どツチ,タール

･チーズ用凝乳酵素

･粟 (生あるいは乾燥)

･セイヨウアカネ (生あるいは粉末)

･ライム一般

･油一般,油脂 (非食用のもので,工業的用途,

燃料用,潤滑用のもの)

･包装用袋糸

･木灰 [炭酸カリウム](未精製のもの,あるい

は乾燥済みのもの)

･金剛砂 (未加工あるいは粉末のもの)

･海綿 (未加工のもの,あるいは火口用に加工 し

たもの)

･硫黄 (未精製あるいはブロック状のもの)

･硫酸,塩酸

･重晶石 (未加工あるいは粉末)KreidenweiLS

(Blan°deTroyes)

･蚕繭,絹層 (より糸くず,StrufeStumpen)

･ソーダ (未精製あるいは精製済みのもの)

･漆

･獣脂 (未加工のもの,その他特に記載のない脂

製品)

･魚 (鰭)油一般

･動物の角

･トリポリ石 [研磨剤]

･あらゆる種類の答類 (秩,鍋,亜鉛などの硫酸

塩)

･Weberz畠hnevonRohr,ラシャカキグサ [オニ

ナベナ]
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･租酒石

･羊毛 (租羊毛,椀毛品),羊毛層

3.RpノCt.50

●ノヾ ン

･大麦 (引き延ばしたもの),燕麦の粉,租挽き

穀粉

･穀粉,米粉

4.Rp./Ct.75

･軽石,血石

･酢酸鉛

･バター (甘みを加えたもの,沸騰させたもの,

塩を加えたもの),食用ラー ド

･鉄 (鍛造鉄,引延鉄,圧延鉄,ツェントナーあ

たり15フランまでの価格のもの)

･鋳鉄 (鉄板,オーブン,調理具,その他類似の

品など加工度の低いもの)

･古着 (使用済みの衣類 ･白物繊維製品)

･層銅類 (鍾,大砲などの金属)

･染料木,染料根,染料用樹皮,染料用草本,染

料用液果 (粉砕 したもの,削ったもの,摺 りつ

ぶ した もの,粉末状 のもの), カテキュー,

Orleans,リトスマスゴケ

･没食子,虫壊

･ゴム一般 (アラビアゴム,セネガルゴム,サク

ラゴム,プラムゴム)

･煤

･藤細工品 (未染色の柳材製品)

･銅 (末精製のもの,層銅)

･大理石 (板状に切削し,研磨していないもの)

･黄銅 (屑真簸,あるいは未加工のもの)

･乾燥果実 (リンゴ,洋ナシ,桜桃,プラム,木

の実,ビャクシンの実なども含む)

･果実酒 (絞 り汁,モス ト)

･石鹸一般

･麻袋 (経糸および緯糸の繊維の数が 1ツオルあ

たり25本以上のもの)

･ベニバナ

･硝酸カリウム (一般及び天然物)

･液体酸 (25ポンド以上のもので容器に入ってお

り,特に記載のないもの)

･花紺青

･海藻,マットレス詰物用スゲ

･テルペンチン,テルペンテン油,コロホニウム,

精製樹脂
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･精製酒石

･ブロック亜鉛,層亜鉛

･ブロック錫,層錫

･錫灰 [粕薬]

･錫塩

5.Fr.1RpノCt.50

･骨墨

･瓶入 りのビール,瓶入りビール酵母

･青酸カリ

･鉛 (未加工のもの,圧延したもの),タバコ鉛,

鉛筆,鉛弾

･白鉛

･カカオ (挽いていないもの),カカオ英

･クロム酸カリ

･チコリコーヒー

･鉄 (鍛造,圧延,引延鉄で,ツェントナーあた

り15フラン以上のもの)

･鉄薄板 (未加工で,とくに記載のないもの)

･針金,自鉄薄板,鉛引きした鉄薄板,亜鉛引き

した鉄薄板

･ガランシイン [アカネ抽出染料]

･ガラス瓶 (緑ガラス,青ガラス製のもの,つま

り通常のワイン瓶で,20マース入りまでの瓶)

･ガラス棒 (一般,大きいもの,Glasschlenken,

ガラス紐)

･あらゆる種類の毛髪で特に記載のないもの

･蜂蜜

･コーヒー,コーヒー代用品

･銅薄版,黄銅薄板,黄銅製品

･大理石 (板状のもので研磨済みのもの)

･金属および金属複合品 (未加工のもの,特に記

載のないもの,およびこれらの切 り屑)

･ミネラルウオーター

･記念碑 ･石碑 (重量 1ツェントナー以上で,ひ

とつの種類の石からつくられたもの)

･包装紙 ･吸い取 り紙 (印刷用紙以外のもの),

パラフィン紙一般,ボール紙

･硫黄 (精製したもの,棒状のもの,硫黄華)

･鋼鉄 (未加工のもの)

･石板 (石版彫刻してあるもの)

･拓器の鉢 ･壷 (一般,青または褐色のもの)

･ロープ,級,一般

･陶器 (一般,あらゆる陶器)相場,通常のケル

ンパイプ (粕薬のないもの)
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･ワックス,鯨鋭油,ステアリン

･瓶入 りワイン

･亜鉛薄板,錫薄板,錫箔

･ツリガネタケ,およびあらゆる種類の点火用具

6.Fr.2

･アニス,ウイキョウ,キャラウェー

･綿糸 (租綿糸あるいは租綿撚糸)

･綿布 (租綿布,租チュール)

･締り夕

･コチニール [赤染色用カイガラムシ]

･一つの石あるいは木材から製造される暁櫨製品

(彩色 ･塗装していないもの)

･象牙 (末加工品)

･斑郵 (未精製あるいは粉末)

･鯨ヒゲ (末加工品)

･亜麻 ･大麻 ･牽引糸 (未漂白,未染色,撚糸し

ていないもの),靴糸

･パン焼き用木材 (切断されたもの)

･木繊維編細工品一般 (木桶,木製の師,木箱そ

の他類似品)

･木製品一般 (熊手,干し草用熊手,バケツ等｡

モミその他一般の木材からつくられる大工 ･建

具製品で,未塗装で磨いておらず,金属部品を

用いていないもの)

･ホップ

･インディゴ

･ブ ラシ

･コルク材 (未加工のもの)

･皮革 (未加工 ･未染色のもの一般,白皮,赤

皮)

･機械および機械部品 (工業的,手工業的用途に

用いられるもの)クレーン,車柄,ローラー,

その他類似の機械など,動輪ベル ト,雨傘の骨

とその部品

･博物標本

･真珠層 (未加工のもの)

･圧搾板紙,ダンボ-ル包装材

･ザワークラウト,その他の塩漬野菜

･簡甲 (未加工品)

･マスター ド (末加工品,加工品)

･アスパラガスの根

･獣脂蝋燭 (並製品)

･獣脂石鹸一般

･連邦軍あるいは各カントンの使用する武器,そ

の部品

･羊毛糸 (租糸,あるいは未染色のもの)

･ドリル織 ･亜麻織物 (租織物あるいは半漂白だ

が未染色であるもの,ツオルあたり50以下の繊

維数のもの)

7.Fr.3RpノCt.50

･鋳型製品 (石膏,硫黄,耐火板紙製のもので,

未塗装あるいは単にブロンズメッキしたもの)

･薬局用品 (特別の記載のないもの,薬茶,薬草,

薬根,薬花など)

･生牡堀

･綿糸 (糸あるいは撚糸で,漂白,染色済みのも

の)

･羽毛,綿毛

･ブランデー,アルコール,その他瓶入 りのアル

コール飲料

･製本用紙

･本 ･音譜 (製本 ･末製本,新旧を問わない｡地

図 ･石版画 ･銅版画,その他,本の一部を構成

する場合はこの範噂に入るが,これらの有無を

問わない)

･ブラシ (未塗装の木材と組み合わされているも

の)

･カカオ (製粉したもの)

･化学製品 (特に記載のないもの),容器に入っ

た20ポンド以下の酢

･薬品 ･染料 (特に記載のないもの｡またウコン

の根,魚皮,ゼラチン,接着剤,澱粉,洗濯ス

ポンジなど)

･印刷用インク

･鉄 ･鋼鉄製品 (塗装,仕上げ加工をしていない

もの)

･鉄薄板製品 (租製品｡伸ばしてはあるが, リ

ベット打ちしていないもの｡例えば,平鋼,秩

鉢,その他類似品一般｡錫メッキはしてあるが,

半田づけや研磨はしていないもの｡例えば,柿,

入歯)

･染料抽出品 (Carim,Persio[Gudbear])

･染料 (製粉,調合をしたもので,特に記載のな

いもの)

･窓ガラス板 ･中空のガラス容器 ･ガラス管 (色

ガラスではない一般のガラス製品)

●ワニス

･魚 (干物,塩漬け,マリネ漬け｡容器に入った
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ものや缶詰で,内容量10ポンド未満のもの)

･肉,ベーコン,ソーセージ,家禽 ･食用野生小

動物 (生きていないもの)

･あらゆる種類の香辛料

･鋳造鉄 (加工済み,引き延ばしたもの,擦 り合

わせ加工または鋲接済みのもの,組み合わせた

もの)研磨あるいは三昧郵引きした鋳造鉄,鋳鉄

を使用 した家具部品

･鉄あるいは鋼鉄製の手工業用の道具 (木製部品

その他の非金属部品の有無を問わない)

･チーズ

･生ゴム,グタペルカ [ゴム状樹脂] (未加工の

もの,切断あるいは紡績 したもの,板状,球状

のもの)

･コルク製品

･皮革 (操済み,染色済み,ラッカー染め済み,

ロシア革,羊皮紙)

･亜麻糸 ･亜麻繊維 (漂白済みあるいは染色済

み)

･藤細工用の地中海藤 ･スペイン藤 (未加工ある

いは裂いたもの)

･中古家具,中古 ピアノ ･オルガンその他の中古

楽器 (1ツェン トナー以上の重量を有するも

の)

･洋銀薄板,洋銀針金

･あらゆる種類の麺類

･食卓あるいは調理用に用いる油

･樟葉汁

･馬毛 (洗浄あるいは紡績したもの)

･靴墨

･絹 (生糸,層絹,校いたもの,紡績 したもの,

撚糸 したもの)

･鋼鉄薄板,鋼鉄板,鋼鉄製針金

･あらゆる種類の石製ビー玉

･麦藁製品 (未染色の麦藁からなる製品一般,莱

加工のもの,植物の硬質繊維による製品)

･南国果実 (生あるいは乾燥 したもの｡ただし砂

糖の中で乾燥させたものを除く｡例えば,アメ

ンドゥ,ハシバ ミの実,干し葡萄,イチジク)

･葉タバコ,タバコ原料 となるすべての葉,ニン

ジン (Karotten)

･檀入 り食用酢

･ワックス,鯨鋭油,ステアリン (精製したもの,

漂白したもの)
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･羊毛糸 (漂白,染色したもの)

･毛織物 (租白織物),ベ ッドカバー ･毛布一般,

Schipper-Laine,租羊毛モスリン

･観賞用庭木 (温室用,屋外用,また鉢植用植

物)

･錫 ･鉛製品 (研磨 ･塗装 していないもの)

･あらゆる種類の糖,粗糖,糖蜜,未精製シロッ

プ

･マ ッチ

･ビスケット,高級パン菓子類

8.Fr.8

･鋳型製品 (石膏,硫黄,耐火板紙製のもので,

彩色,ニス塗布がしてあるもの)

･綿布およびチュール (漂白,染色,捺染,表面

加工 したもの)

･彫刻品 (特に記載のないもの)

･鉄薄板製品 (彩色およびニス塗布の有無を問わ

ない)

･青銅製品,高級鋳造品

･あらゆる種類の製本製品 ･厚紙製品

･篇 (高級品,ニス塗布をしたもの)

･糖種細工 ･木材製品 (彩色 したもの,研磨 した

もの,ニスを塗布 したもの,彫刻 したもの)

･印刷用の紙,事務用紙 (豚を塗ったもの,白,

光沢,プレスしたもの,色物)金紙,銀紙,ガ

ラス紙,サンドペーパー,紙幣用紙,罫線紙,

石版画用の紙,あらゆる種類の壁紙

･ガラス製 ･鋼鉄製 ･鉄製の宝飾品,贋石

･ガラス製品 (高級品,クリスタルガラス,圧縮

ガラス,研磨ガラス,色ガラス)

･金糸 ･銀糸およびこれらの針金 ･組み紐,金箔,

銀箔,あるいはこれらの模造品,打刻金 ･銀

･椀毛用具

･生ゴム ･グタペルカ製品

･あらゆる種類のボタン

･銅加工製品

･皮革製品 (低級品,とりわけ,低級な靴,鞄,

鞍などで,皮からつくられるもの｡金属,木材

部品の有無に拘わらない｡馬具,フイゴ,背膏,

弾薬入れ｡ただし,絹その他高級皮革,毛皮,

ロシア革,モロッコ革などを含む製品は,別記

のより高い課税分類に入る)

･亜麻布 ･亜麻 リボン (漂白,染色,あるいは仕

上げ加工をほどこしたもの,ならびに,未漂白
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であるが, 1ツオルあたり40本以上の経糸を有

するもの)

･石版画,地図,銅版画

･絵描きの道具 (例えば,絵画用亜麻布,絵画用

紙,筆,絵の具壷,パレット,絵の具棒,絵の

具,ブラシ,パステル絵の具,絵の具糊その他

類似の製品)

･数学用 ･工学用 ･物理学用 ･化学用の実験用

具 ･道具

･あらゆる種類の刃物

･黄銅 ･赤色黄銅加工品

･金属製の師,金属の織物

･縫製針,編物針,刺繍針

･洋銀製品

･加工した毛皮製品,なめした毛皮革

･金物 (特に記載のないもの),高級鋼鉄製品

･雨傘 (綿布製,完成品)

･馬毛製品

･あらゆる種類の弦

･鍛冶製品 (木製部品あるいはその他の卑金属部

品の有無を問わず,鉄 ･鋼鉄からつくられた製

品)塗装 ･腐食加工 ･仕上げ加工を施した鉄 ･

鋼鉄製品,針金編み製品,鉄製家具完成品

･筆記用具 (羽根ペン,インク,鉛筆,封鎖,オ

ブラー ト,インク消し用まき砂,石筆,黒板,

その他類似の製品)

･絹および層絹 (漂白,染色済み),縫製用の絹

糸

･ロープ製品 (特に記載のないもの)

･散歩用ステッキ ･釣 り竿 ･鞭 ･パイプの管 ･そ

の他類似の鯨 ･骨 ･革 ･木材 ･藤などからでき

ているもの

･鏡 ･鏡用ガラス (枠も含めて,2平方フィー ト

以下のもの)

･玩具 (特に記載のないもの)

･金枠の支柱 (未加工のもの,石膏型をとったも

の,金メッキしたもの)

･高級麦藁編み製品 (高級品で,裂いた,あるい

は着色した麦藁を使用したもの,あるいはすべ

て麦藁を使用しているもの)

･長靴下編み製品 (特に記載のないもの)

･煙草 (喫煙用,噛痩草,パイプ用煙草)

･陶磁器 (高級で,特に記載のないもの,ファヤ

ンス焼,拓器)

･木製の時計 (仕掛け時計ならびに金その他の貴

金属 ･宝石による装飾や絵画を持つ ものは除

く)

･時計部品

･線引亜麻布,あらゆる種類の線引きタフタ織

･毛糸の靴下 (一般,フェルトあるいは編んだも

の)

･羊毛布,毛織物,毛糸を編んだもの｡飾 り紐 ･

房 ･その他類似品 (白あるいは色物の羊毛から

できたもの),捺染毛織物,フランネル

･亜鉛 ･錫 ･鉛製品 (研磨 ･塗装 ･仕上げがされ

ているもの)

9.Fr.15

･細工物 (高級なもの,彫刻細工,鴫璃 ･アラバ

スター,象牙,塊泊加工品)

･細工品,諸製品 (完成品で,針を用いて,絹 ･

羊毛 ･亜麻 ･綿 ･麦藁を材料に加工した製品｡

つまり,すべての既製服 ･下着類 ･手袋 ･旅行

用袋)

･寝具 (完成品,詰めもの,マット)

･宝飾品 (金銀製品,真贋を問わない)

･造 花

･花の球根

･チョコレー ト

･紙巻煙草

･あらゆる種類の化粧品,秘薬,既製あるいは調

合した医薬品 (例えば,精油,シロップ,エリ

キシール,膏薬,丸薬)

･エキス (高級品),美容抽

･食料品 (高級なもの,例えば,缶詰 ･瓶詰めさ

れた魚 ･植物で,油づけ,砂糖漬け,酢漬け,

砂糖漬けなどあらゆる種類のもの)砂糖中で乾

燥した果実,キャビア,高級ソーセージ,レ-

プクーヘン,ケーキ,砂糖菓子

･絵画 (署名の有無を問わない)

･金枠 ･枠 (金メッキしたもの)

･あらゆる種類の帽子 (ただし,通常の綿で編ん

だ帽子は除く)

･楽器

･編みかご製品 (高級なもの,木繊維製あるいは

色物)

･皮革製品 (高級なもの,コードバン革,モロッ

コ革 [Saffian,Maroquin],ブリュッセル革,

デンマーク革,セーム革,白採草,光沢革,辛
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皮紙などからで きた もの),戟,乗馬用具,(留

め金, リング,一部あるいは全体に高級金属あ

るいは金属使用品を有するもの),革手袋,あ

らゆる種類の高級靴,靴および長靴 (皮革,ロ

シア革を用いているもの)

･加湿器

･家具 (黒檀あるいはあらゆる種類の光沢木材で

できたもの),事務家具

･香水製品 (芳香水,化粧水,あらゆる種類の化

粧石鹸,化粧パウダー,白粉)

･真珠,珊瑚,宝飾石

･掌,髪の毛の加工品

･服飾品 (とくに記載のないもの)

･あらゆる種類の婦人用帽子 と羽根飾 り

･雨傘,日傘 (完成品,絹を使用 したもの)

･ショール (完成品)

･絹 ･層絹の布 ･製品 (半分以上の繊維が絹の場

合には,半絹製品をも含む)

･マスター ド調整品

･鏡 ･鏡用ガラス (枠で計測 して 2平方フィー ト

以上のもの)

･カルタ

･あらゆる種類の レース製品,チュールリボン,

刺繍品,手刺繍,機械刺繍品

･茶 (中国茶あるいはその類似品)

･あらゆる種類の時計 (上の課税分類にあてはま

らないもの)

･ワックス,鯨鍍油, ステアリン, ワックスス

ティック,油肥

･個人的使用にもちいられる武器,その付属品 ･

弾薬

･ワイン,ビール,ブランデー,キルシュ酒,ア

ルコール, リキュール,酢,その他アルコール

飲料一般で,瓶入 りあるいは櫓入 りのもの

輸出関税

A 個 (頭)数あたり課税品目

RpノCt.5

･仔牛 (角が生える以前のもの)

･羊,仔羊

･80ポンド以下の豚,子豚

･山羊,仔山羊

Rp./Ct.50
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･魔馬

･乳歯の生える前のもの仔馬

･角のある牛

･80ポンド以上の重さの豚

Fr.1Rp./Ct.50

･牒馬,ケッティ,馬

B 価格あたり課税品目

3%

･木材 (製材 した もの,切断 したもの),加工済

み有用木材

･木炭

5%

･木 (生木,あるいは伐採 し,枝をはらっただけ

で もとの長さのままの材木)

･筏材一般

C 重量あたり課税品目

挽馬あたり

(ただ し,牽引される重量が10ツェントナー未満の

場合には3分の 2, 5ツェントナー未満の場合には

3分の 1, 1ツェントナー未満の場合には,15分の

2の課税 とする)

Rp./Ct.15

･アスファル ト,土,粘土

･石膏 (焼成 したもの,粉末のもの)

･木材製品一般 (熊手,干 し草用熊手,幕,ある

いはその類似品)

･石灰,煉瓦,スレー ト,砥石,石臼

･龍製品一般

･生果実,ジャガイモ,野菜

･陶磁器一般

RpノCt.30

･マスチ ックス [アスファル ト],鉄鉱石

･ガラス材

･家財道具 (梱包 ･未梱包を問わない｡移住の際

の所持品)

･干 し草,麦藁,食塩

･石炭,褐炭

Rp./Ct.75

･灰,肥料

商品重量スイス ･ツ工ン トナーあたり

RpノCt.10

･特に記載のない商品すべて
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RpノCt.80

･毛皮,生の皮革,タンニン樹皮 [製革用]

Fr.1

･樹皮

Fr.2

･鑑襟布,古紙

通過関税

A 個 (頭)数あたり課税品目

8時間までの行程の場合

RpノCt.3

･仔牛,辛,仔羊

･80ポンド未満の豚,仔豚

･山羊,仔山羊

RpノCt.15

･魔馬,仔馬,午

･80ポンド以上の豚

RpノCt.30

･駿馬,ケッティ,馬

8時間以上の行程の場合

RpノCt.15

･仔牛,辛,仔羊

･80ポンド未満の豚,仔豚

･山羊,仔山羊

RpノCt.75

･魔馬,仔馬,午

･80ポンド以上の豚

Fr.3

･騨馬,ケッティ,馬

B 価格あたり課税品目

3%

･木材 (製材 したもの,切断したもの),加工済

み有用木材

･木炭

5%

･木 (生木,あるいは伐採し,枝を払っただけで

もとの長さのままの木材)

(*ただし,国境地帯で,2時間以内の通過の場

合には除外される)

C 重量あたり課税品目

挽馬あたり

RpノCt.10

･上記の条件に当てはまる木材 (上記B*の但し

書きを参照)

RpノCt.15

･輸入における課税分類C-Ⅰ-1と同様

RpノCt.60

･輸入における課税分類C-Ⅰ-2と同様

Fr.3

･輸入における課税分類C-Ⅰ-3と同様

商品重量スイス ･ツェントナーあたり

(上に挙げられていないすべての財に対して)

8時間未満の行程の場合

RpノCt.5

8時間以上の行程の場合

Rp./Ct.30




